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○議長（吉田敏郎） 

皆さん、おはようございます。 

これより、令和４年開成町議会３月定例会議を開会いたします。 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

午前９時００分 開議 

○議長（吉田敏郎） 

３月定例会議の議事日程（案）につきましては、お手元に送付のとおり、去る２

月２４日に開催されました議会運営委員会において決定されたものです。お手元に

送付のとおりで、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

御異議なしと認め、３月定例会議の議事日程につきましては、議事日程表のとお

りと決定いたしました。 

なお、本定例会においては、新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用

と着座での発言を許可しております。 

では、直ちに日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。開成町議会会議規則第１２２条の

規定により、議長において、１番、下山千津子議員、２番、佐々木昇議員の両名を

指名いたします。 

日程第２ 発議第１号 開成町議会会議規則の一部を改正する規則を制定するこ

とについてを議題といたします。 

趣旨説明を提案議員に求めます。 

前田せつよ議員、どうぞ。 

○４番（前田せつよ） 

提案理由を説明いたします。所要の文言整理を行うため、開成町議会会議規則の

一部を改正する規則の制定を提案します。 

それでは、提案理由の補足をいたします。開成町議会会議規則第５０条の発言の

要求において、自己の議席番号を告げて発言の許可を議長に求めることとなってお

りますが、現状を鑑み、自己の議席番号を告げず挙手し、「議長」と呼び発言の許

可を得ることに改正するものです。 

令和４年３月４日提出。提出者、前田せつよ、賛成者、石田史行、賛成者、山本

研一、賛成者、星野洋一。 

なお、この規則は公布の日から施行することを提案いたします。 

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。よろしいですか。 

 （「なし」という者多数） 
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○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、採決を行います。 

発議第１号 開成町議会会議規則の一部を改正する規則を制定することについて、

原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタン

の押し忘れはございませんか。それでは、採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第３ 一般質問を行います。 

質問の順序は通告順に行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

御異議なしと認めます。よって、一般質問は通告順に行うことに決まりました。 

それでは一般質問に入りますが、質問、答弁は簡潔にお願いをいたします。 

４番、前田せつよ議員、どうぞ。 

○４番（前田せつよ） 

皆様、おはようございます。議員番号４番、前田せつよでございます。 

通告に従いまして、１つの項目につきまして質問をさせていただきます。小児医

療費助成制度の対象年齢を１８歳まで拡充を。 

第五次開成町総合計画・後期基本計画において「未来を担う子どもたちを育むま

ち」を掲げ、子育て支援充実についての主な取組の一つには、「子どもの健やかな

成長を支援するとともに、子育て世代の経済的負担を軽減するため、小児医療費や

未熟児養育医療費を助成します」と示しております。 

現在、本町においては小児医療費助成の対象範囲は中学校卒業までとしておりま

すが、近隣の市・町に目を向けますと、医療費助成の対象年齢を１８歳までに拡充

されたり、また保護者の所得制限を設けないという動きもございます。町民からは

「開成町も、ぜひとも小児医療費の助成を１８歳までに引き上げてほしい」と、世

代を超えた多くの声を伺います。 

さらに、子育て世代もコロナ禍の影響から家計が厳しい状況になっていると切実

な声もございます。よって、子供の健康を守るために医療費支援の推進を図るべき

であります。１、本町における小児医療費助成の対象を現行の中学校卒業までから

１８歳までに引き上げた小児医療費助成制度とするべきと考えますが、町の考えを

問います。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏郎） 
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町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは、前田議員の御質問にお答えをいたします。 

小児医療費助成制度は、保護者の経済的負担の軽減と小児の健全な育成支援、及

び健康の増進に資することを目的として公的医療保険の一部負担金について助成す

る制度であり、各自治体で実施されている地方単独事業であります。 

開成町では、助成の対象について順次拡充を続けてきており、通院の助成対象を

平成２７年１０月診療分からは小学校修了まで、平成３０年９月診療分からは中学

校修了までへと拡大してきました。この事業に対する補助金は県の補助金のみであ

り、補助金の対象は、通院は０歳から小学校就学前まで、入院は０歳から中学校修

了までで、所得制限範囲内しか補助対象となっておらず、開成町の３歳未満の所得

超過者に対する助成は町単独での実施となっております。 

現在の県下各市町村の助成制度の状況、通院に対する助成を比較いたしますと、

小学校終了までが１市１町、高校修了までが１町、残りの３０市町村が中学校修了

までとなっております。入院については、高校修了までが２町、残りの３１市町村

が中学校修了までとなっております。 

令和４年度においても、駅前子育て支援センターの改修工事、開成南小学校学童

保育施設の新設などの事業を予定しており、子育て支援施策については重点的に力

を入れてきております。小児医療費助成制度についても前述のとおり順次拡大を図

っており、現時点では小児医療費助成の対象年齢の拡大を行う考えはありませんが、

今後、町の第六次総合計画や第三期子ども・子育て支援事業計画の策定を行う中で

開成町らしい子育て支援施策について検討していきます。小児医療費助成制度につ

いても、そこで再度検討を行いたいと考えております。 

小児医療費助成制度は、本来、体力や免疫機能が未熟であり、感染症などでも適

切なケアをしないと急激に重症化する乳幼児の特徴から、保護者の経済的理由から

医療受診をさせられないということによる乳幼児の病気の重症化予防事業として始

まったものであります。しかしながら、少子化対策としての意味合いが強くなり、

市町村間での競争をあおる結果ともなっております。子供の生命と健康に直接関わ

る施策として、本来、国の責務として全国一律の制度設計がなされるべき施策であ

ると考えております。神奈川県町村会を通じて、県に対して全国的な制度設計を進

めることについて引き続き要望してまいります。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

一定の答弁をいただきまして、ありがとうございます。再質問をさせていただき

ます。 

まず、ここで、子育て世代からのお声をたくさん伺いまして、幾つか御紹介をし
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たいと思います。ここでは３人のお子さんを持つ３世帯のお声を、まず御紹介した

いと思います。 

「自営業世帯でコロナ禍の影響から経営が大変だ。子供は中学生２人、保育園１

人。高校生になると思うと、お金のかかり方が違うじゃないですか。厳しいですよ

ね」とお声をいただきました。「だからといって、子供に習い事をやめてくれとは

言えない。医療費がちょっとかかってしまう子が３人のうち１人いるんですよ」。 

また、別の３人のお子さんを育てる世帯では、ぜんそくの子供さんがいて、家で

の吸引が欠かせない。医療費の補助を広げてほしい。 

最後になりますが、もう一方は１０年ほど前に開成町を選んで引っ越してこられ

た３人のお子さんを育てる御家庭でございました。「１人の子が風邪を引くと、３

人がかかり終えないと風邪は我が家から出ていってくれません。医療費助成の制度

は、せめて、せめて近隣の市・町と同等にしてください」というお声でございまし

た。 

今、近隣の市・町のお話が出ましたが、隣接する２つの町は１８歳までに拡充を

する、また拡充されている現状がございます。大井町は３年前の４月から、１８歳

までに拡充をされております。松田町は来月、新年度４月から１８歳までとすると

のことでございます。 

先ほどの町長答弁では、２０１５年、２０１８年と順次制度の拡大を図ってきて

いるということでございました。私も、その折々に質問をさせていただいたことが

昨日のように思い起こされますが、３年ごとに施策を拡大、拡充されている開成町

でございました。２０１８年の拡大から、もう４年目となります。今の町民の、一

部の声ではございますが、切実なお声を聞いていただいたところでございます。早々

に１８歳までに拡大するべきと考えますが、町長、御見解はいかがでございますで

しょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

先ほどの答弁でもお答えをさせていただきましたけれども、今、開成町、子育て

支援、少子化対策も含めて様々なことをやっています。来年度予算はこれから審議

いただきますけれども、新たに保育園も増設、学童保育も新規に南小学校の敷地の

中にできる、駅前の子育て支援センターも広く拡充をしていくと。様々なことを行

いながら子育て支援を行っているし、また、若い人たちが移り住んでもらえるよう

な施策をしております。 

特に、前田議員が言われるように、今朝も朝のニュースを見ていたら東京都が１

８歳までというのが流れてきましたけれども、いろいろな外の動き、流れもありま

すけれども、開成町としても、第六次総合計画がこれから計画をつくる、また、そ

れに合わせて第三期の子ども・子育て支援計画もつくる予定でありますので、そう

いう中で開成町の町民の皆さんの様々な御意見を聞いたりアンケートを採りながら
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つくっていくわけですので、そういう中で改めて長期的な計画として考えていきた

いと。 

特に、また、こども家庭庁ですか、今度は国のほうの動きが、また新たな動きが

ありますので、そうなると、一部の人だけではなくて保育園でもそうですし幼稚園

もそうだし支援センターもそう、様々なことがこども家庭庁の中で動きが出てくる

のかなということもありますので、そういうことも見極めながら新たに、これにつ

いては、やらないということではなくて、検討していきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

今、町長に御答弁いただきましたように、東京都のお話が出ましたが、東京都は

本年の１月２８日に中学３年生までとしていた医療費助成の対象を高校３年生まで

拡充する方針を示されて、２０２３年度の開始を目指すということで発表されまし

て、やはり、その反響も２月の初旬、私のところに町民からの反響もいただいてい

るところでございまして、町民にとりましては、かなり医療費助成については注目

度が高くて、町長におかれましては早々に御英断を図られるようお願いをしたいと

いうふうに年齢の拡充については御提案をさせていただきます。 

それでは、小児医療費助成制度の拡充の視点から、所得制限という視点から見解

を伺いたいと思います。所得制限を撤廃することは、有効な手だと私は考えてござ

います。大きく２つ、言えるかと思います。１つとしては、先ほど町長もおっしゃ

っておりましたように、一部の人たちだけではなくて、まさしく保護者の所得にか

かわらず、お子さんがオギャアと生まれて、開成町にお住まいであれば保護者の所

得にかかわらず小児医療費助成を行うということは、世帯に対してもお子さんお一

人お一人に対しても平等である視点がございます。 

２つとして、本町における事務負担が大幅に削減され事務の効率化が見込まれる

ので、有益と考えます。事務作業としては、所得制限をかけるために小児医療の場

合はお子さんの誕生月を所得判定の基準年とされておりますために、毎月毎月、そ

の業務が必要となってございます。そして、お子さんの誕生月が７月から１２月の

世帯と１月から６月の誕生月とでは所得判定年度も変わるとされております。そこ

に、さらに引っ越されて本町に転入された場合は、別途、保護者の所得額の試算作

業が個別に重ねられると聞いております。この業務はかなり大変な作業と考えます

が、担当課としてはいかが、この辺はお考えでございましょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

子育て健康課長。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

ただいまの前田議員の御質問にお答えいたします。 

１点目の一部の方への補助ということでございますけれども、先ほど町長の答弁
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にもございましたとおり、本来、やはり低所得世帯への医療費の負担軽減という形

でございますので、町は所得制限をかけておりますけれども、３歳の誕生日が来る

までは所得制限なく、皆さん、非常に多くの方が乳幼児期に受診されるということ

もありますので、３歳までは所得をかけておりません。 

また、事務というところの負担軽減というところでお話しいただきましたけれど

も、確かに事務作業、所得を確認するという作業はかなり事務としてはボリューム

を持っておりますので、所得、その負担が減るというところは考えられますけれど

も、現時点では子育て全般の負担軽減というところと医療費という、医療制度とい

うところにおいて、きちんと低所得の方、所得制限をかけた中での審査をして必要

な方への助成をしていくという考えで担当のほうではおります。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

今、御答弁、担当からいただいたわけでございます。先ほど私が町民のお声を、

３人のお子さんを育てられている町民の方のお声をお伝えしたのですが、実は、お

子さんがお一人、お二人の御家庭からは、やはり所得制限をなくしてほしいという

声が多く聞かれました。また、近隣を例に出して恐縮でございますが、本町と同様

に中学校卒業までを小児医療費助成制度として事業実施をされている隣の南足柄市

さんは、来月、新年度４月から所得制限は撤廃する、かけないとするふうに事業を、

その点で事業推進をするということで打ち出されております。 

また、冒頭御紹介いたしました大井町、松田町さんに関しては、１８歳までとい

うことはこちらに置いておいたとしても、小児医療費の助成については所得制限を

かけていないということでございます。小児医療費の助成制度を、所得制限をかけ

ないという事業展開としてはいかがか、町長に御見解をお尋ねいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

所得制限についても小児医療費を延ばす、延ばさないというのと同じようなこと

で、このような先ほどの計画の中で検討していく必要があるのかなと思います。今、

ほかの町の近隣の例が出されましたけれども、子育てのどこに力を入れて、どこに

重点的にやっていくかというのは、私はトータルで考えることが必要なのかなと。 

一部を見て比較して、「ここが劣っているから、開成町、もっとやってくれ」と

いう意見は、もちろん理解はしているのですけれども、それ以外の部分で、ほかの

町より優れた子育て支援をたくさんやっているという自負もあります。その意味で、

結果的に開成町は人口も伸びて、子供の人口も増えているという部分があるわけで

すから。実績として、きちんと。 

そういう部分において、ほかの町は、ほかの町のそれなりの中で子育てを充実さ
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せることによって、子供のことに力を入れているという町の、それぞれの市のイメ

ージアップにつなげていきたいというそれぞれの戦略があるわけです。開成町にお

いては、今、現実的に、きちんと人口も伸びて子供も増えて。それはトータルの中

で開成町を選んでもらっているというイメージで、トータルの中のバランスの中の

一つとしてこれをどうするかという判断になってくるとは思いますけれども、それ

はまた長期的な計画の中で検討して決定をしていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

今の町長答弁の中で１点、御確認をさせていただきたいと思います。また、そこ

での御答弁を頂戴したいと思います。小児医療費助成制度については、年齢の拡大、

広げるということと所得制限をかけていたものをかけなくするということは、別々

に考えるのではなくて、同時期に考えて開成町としては施策展開をしていきたいと

いうような町長のお考えだったと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

決め方として、同時によくしていくとか、それぞれ段階的に別々にやっていくと

か、それは、それぞれのいろいろな議論の中で決定していくことだと思いますので。

それは、同時がもちろんいいとは思いますけれども、それぞれの考え方の中で、議

論の中で、どちらを先にやっていくとか、そういうことは決まってくると思います

ので。今の時点では、将来的に長期的な中で、子育て支援計画、様々な総合計画の

中で決めていきたいと今は思っております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

医療費というものは、前もって予想しておくということはなかなかできないもの

でございまして、それがお子さんであれば、なおさらというところだと思います。

町長の最初の御答弁にもありましたように、小児医療費助成制度は、体力や免疫機

能が未熟であり、感染症などでも急激に重症化する特徴から、保護者の経済的理由

から乳幼児を医療受診させられないことによる病気の重症化予防事業として始まっ

たものであるという御答弁をいただきました。 

やはり今回、町民の方からのお声を、「前田さん、うちに来て話を聞いてくださ

いよ」という方もあれば、お電話で私のほうからお尋ねした方もあれば、逆にお電

話をいただいた方もありますが、その中でやはりおっしゃったのは、子供が病気や

けがをして、それが重くても軽くても子供の体がまず一番に心配になりますが、家
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庭としましては、ほかにも、その子供が病気をした、けがをしたとなったときに、

ほかにも附随して御家族にも様々な不安やストレスがすぐに発生してしまう。例え

ば、子供を休ませるけど誰が家で見たらいいのだろうかとか、先ほど話がありまし

たように、家中、全員が風邪を引かないと風邪はうちから出ていかないですよねと

いうようなお話も多々ありました。 

ですから、子供だけではなくて子育て世帯の安心ということにも視点を置いて、

子供の健康を守るとともに御家族の心の健康を守るために、小児医療費助成制度と

いうのは、このコロナ禍の現状を鑑みますと、拡充を急いで図っていただきたいと

思うところがございます。今の私の事柄につきましての御答弁をいただければと思

います。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

確かに、前田議員が言われるように、様々な家庭の中で、小児医療費という医療

費の問題だけではなく様々な課題があるということも理解を。そういう意味で、子

育て支援の様々なことを開成町としてはやっているつもりです。これから、また子

育て支援総合拠点を造ったり、この４月から新たにしますけれども、様々なサポー

トをしていく、トータルで、そのようなことも考えております。 

今、前田議員が言われたように、小さい頃の医療費、また子育て、経済支援とい

うものには、ちゃんと中学生修了までは町としても補助をしているわけですので、

そこを高校生まで延ばすかどうかという判断においては、やはり総合的なものの中

で、先ほどから繰り返していますけれども、計画の中で議論して決定をしていきた

いと考えております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

４番、前田議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田でございます。 

最後に１つ、ちょっと重たいお話でございますが、１つ、今回の町民の皆様の聞

き取りの中で切実なお声をいただいたことを御紹介、最後にさせていただきたいと

思います。 

今からお話しすることにつきましては、かなり微妙な部分がありますために、こ

のお話をしたことによって、その町民の方の御家族とかお子さんとかがかなり特定

されるのではないかと私も心配いたしまして、お話ししたところ、ぜひ町長にも教

育長にもお話を聞いていただきたいということがございまして、子供も私ども家族

も名前が、どこの誰であるということで名前が知れても構わないから、ぜひ小児医

療費の助成制度の拡大のお話をするときに我が家の話をしてくださいよということ

で御許可をいただきましたので、お話をさせていただきます。 
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実は、町民の方で４０代のお父様からお声があって、御自宅まで行ってお話を伺

いました。その方は現在３人のお子さんを持っていらして、御長男さんは文中の生

徒さんでございます。先ほど町長がおっしゃったように、小児医療費について、国

に対してしっかりと、小児医療費のことは国がやるべきだということで、個人的に

も、また、そのお子さんが特別な病気にかかっているために、先生ともタッグを組

んで医師会を介して国にもその要望を伝えているそうでございます。ただし、それ

がなかなか遅々として進まないと。その分を担保するのが、やはり自分が住んでい

る開成町でどれだけ小児医療費の助成制度が拡大されるかというのは、我が家の財

布に直結するのですというお話でした。 

その中学生のお子さんは、昨年の５月に尿検査から１型糖尿病というものを発症

して、これは大人の糖尿病とは全然違って根治となる確立は一切されていなくて、

何が原因かがさっぱり分からないと。小田原の担当医のところから言うと１０万人

に１人の病気で、ただし、聞くところによると開成町はもう一方いらっしゃるらし

いというところで、特に、県西部に１型糖尿病のお子さんが散見されるというお話

がありました。月１回の診察、採血検査、指導料、インスリン、検糖測定器などで

かかる医療費は、毎月およそ１万５，０００円から３万５，０００円の自己負担と

高額です。ただし、開成町の高額医療者の対象には自分はなっていないというお話

でございました。 

その中で、治療に関しては、急激に変化をするので救急車で運ばれたこともある

と。そういう関係があるために、小田原のドクターのところに文中の先生お二人に

一緒に来ていただいて、１型糖尿病というものの扱いはどうするのかと、また、イ

ンスリンの扱いはどうするのかというようなことを一緒に文中の先生が来てくださ

って、ドクターも喜んでいらしたというお話でございました。 

少し長くなりましたが、このように、小田原のドクターもそうですけれども、そ

のＡさん、その方もおっしゃいましたが、国に幾ら要望してもなかなか進まないこ

とがある。その分、足元の自治体でどれだけ小児医療費についてやっていただける

かが本当にダイレクトに響くのですというお話でございました。 

本町の財政も大変であることはよく存じておりますが、御答弁にありましたとお

り、小児医療費助成制度は各自治体で実施している現在では地方単独事業でござい

ます。将来の人口を見据え、明るい展望を開くために再度検討し直されますよう強

く御提案を申し上げ、私の一般質問をこれで終わりにしたいと思います。ありがと

うございました。 

○議長（吉田敏郎） 

以上をもちまして、４番、前田せつよ議員の一般質問を終了といたします。 

ここで暫時休憩といたします。再開を９時５０分とします。 

午前９時３２分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 
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午前９時５０分 

○議長（吉田敏郎） 

引き続き一般質問を行います。 

２番、佐々木昇議員、どうぞ。 

○２番（佐々木昇） 

皆様、こんにちは。２番議員、佐々木昇でございます。 

本日は、通告に従いまして１つの項目について質問させていただきます。ごみ対

策は万全か。 

本町では、平成１２年に制定された開成町環境基本条例を基に開成町環境基本計

画を策定し、地球と環境に優しいまちづくりを進めております。町がこれまで進め

てきた様々な取組から、町が積極的に環境へ配慮したまちづくりに取り組んでいる

ことが分かります。そして、昨年、環境配慮の先進的なまちづくりが認められ、新

庁舎の取組が令和３年度気候変動アクション環境大臣表彰において大賞を受賞いた

しました。これを機に、今後、さらなる環境配慮へのまちづくりに大いに期待をし

たいところであります。 

しかし、一方で、環境行政の根幹をなすごみの問題については、ごみ出しのマナ

ーや粗大ごみの受入体制などの課題が山積していると感じております。そこで、以

下の項目について町の見解を伺います。１、ごみ出しのマナーに対する町の取組と

自治会との役割分担は。２、ごみ集積所の管理に対する町の役割は。３、粗大ごみ

受入体制の実績と課題は。４、開成町ごみ行政の今後の方策は。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは、佐々木議員の御質問にお答えいたします。 

１つ目のごみ出しのマナーに対する町の取組と自治会の役割分担について、お答

えをいたします。 

役割分担といたしましては、町は収集や町民全体へのルールの周知を主に行い、

地域は、ごみ置場の管理や地域内でのルールの周知を主に行っております。ルール

を守らないごみについては、町と地域で協力し、排出者の特定や持ち帰りの呼びか

け、啓発チラシのポスティングや回覧などを行っています。このような役割分担は、

開成町に限らず多くの自治体で行っているものであります。 

そのような中、町の取組としては、ごみ出しルールを分かりやすくするため、燃

えるごみや資源ごみなど多くのごみについて、収集日の曜日の固定化を導入してお

ります。固定化の導入に当たりましては、足柄西部清掃組合を共同設置する山北町

や、足柄西部環境センターへの搬入による影響がある周辺住民や、日頃の管理に御

尽力いただいている自治会の方々の御理解・御協力があって、初めて実現できたも

のであります。 
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また、従来からの取組としては、転入者の方には窓口で分別指導を行ってから初

めてごみ置場の場所を説明するというようにルールの浸透を図っております。ルー

ルを守らないごみの排出者が特定されたときには、訪問等により回収と再度の分別

を指導し再発防止に取り組んでおります。 

続いて、２つ目の御質問、ごみ集積所の管理に対する町の役割は、についてお答

えをいたします。 

通常の管理やごみのネットの交換などは、地域で行っています。ただし、ごみの

ネットは町から地域に提供していることとなっております。町では、ごみ置場の劣

化により利用者に危険がある場合には修繕を行ったり、ごみ置場のルール看板の設

置を行ったりしております。また、委託している収集業者においても、収集時の僅

かな時間にごみ置場の清掃を行っていただいております。 

３つ目の粗大ごみ受入体制の実績と課題について、お答えをいたします。 

粗大ごみは、町の人口増とともに排出量が増え、収集業者の１日での回収可能件

数と搬入先の足柄西部清掃組合の受入量を限界まで枠を増やして対応しております。

足柄西部清掃組合では、令和２年度から粗大ごみの直接搬入を開始し、一度に大量

に排出する方への対応も可能になっております。 

令和２年度からは、コロナ禍で自宅にいる時間が増え断捨離をする方が多かった

影響で粗大ごみの申込みが増え、受入枠が半日で埋まってしまうなどの問題もあり

ましたが、ここに来て落ち着き始めております。新型コロナウイルス対策として昨

年１０月からインターネットでの受付も開始し、粗大ごみ収集券もコンビニエンス

ストアで購入できるように対応し、２４時間３６５日、役場に来庁せずとも申し込

めるようになっております。今後はインターネット申込みをさらに浸透させ、デジ

タルガバメントを推進していきたいと考えております。 

特に、粗大ごみは、まだ使えるものを不要になったからと捨ててしまう人が多い

ように見受けられます。そのような方には、リサイクルショップへの持ち込みや町

のリサイクル掲示板の活用を促しております。 

最後に、４つ目の開成町のごみ行政の今後の方策について、お答えをいたします。 

開成町のごみについては、令和２年度実績で住民１人当たりが１日に排出する総

量は、県内で少ないほうから１１番目、県西地域ではトップであり、決して悪くな

い数字であります。資源化率でも県内１４位で、これも県西地域ではトップであり

ます。しかし、まだ分別の徹底などでさらに改善することはできるので、限りある

資源の有効活用、ひいては地球温暖化対策のためにも、この実績にあぐらをかくこ

となく、リデュース・リユース・リサイクル・リフューズの４Ｒの取組を推し進め

ていきたいと考えております。 

去る２月２２日には、県西地域２市８町で「プラごみゼロ共同宣言」を行いまし

た。プラスチックは便利な素材ですが、生態系や環境への影響も大きいため、宣言

にある１つ、ワンウェイプラの削減、２つ、プラごみの適正排出、３つ、クリーン

活動、これらの参加を推進していきたいと考えております。 
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今後進んでいく少子高齢化や今回のコロナ禍のような特殊事情で、ごみを取り巻

く環境も変化すると予想されるので、その都度検討し、持続可能なごみ行政を展開

してまいりたいと考えております。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

ただいま町長から一定の答弁をいただきまして、再質問させていただきたいと思

います。 

まず、ごみ出しのマナーに対する町の取組と自治会との役割分担は、とごみ集積

所の管理に対する町の役割は、については重なる部分もありますので一緒に質問さ

せていただきたいと思います。 

まず、ごみ出しのルール、マナーについてですけれども、改めて徹底した周知・

啓発が必要だと考えております。家庭ごみの分別表ですけれども、現在、主なもの

としてカレンダー、これに記載されているということがありますけれども、このカ

レンダーは基本的に自治会に加入している方への配布となっております。今後、町

の広報誌等が全戸配布できるポスティングでの配布というような流れがありますけ

れども、ぜひ、この分別表に特化したようなチラシのようなものを作ってポスティ

ングで全戸配布、これを行って周知を図っていただきたいと思いますけれども、町

の考えをお伺いします。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

ごみの出し方、これについては、議員おっしゃられるとおり町民カレンダーで今、

詳しくお知らせをしているところでございまして、４月からはポスティングという

ことで全戸配布と。今まではどうしていたかと申しますと、自治会に入っておられ

る方プラスアルファ、御希望のあった方にどんどん配っているといった状況であり

ます。あとはホームページ等で、その辺はお知らせをしている部分も当然ございま

す。 

そういったことを受けて、基本的には、そういった燃えるごみであったりとか、

ごみの様々な分類がなかなか分かりづらいといったお話も受けておりますので、燃

えるごみ置場の看板の部分を工夫したりとか、改善できるものはどんどん改善して

いこうといったところでは考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

ぜひ、こういったもの、改めて様々なところでの周知・啓発の取組を行っていた

だきたいというふうにお願いしたいと思います。 
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続きまして、現在、町としては転入者の方に窓口で分別指導やルールの浸透など

を行っているということで、また、ごみ置場でのルール看板の設置などを行ってい

るということですけれども、ちょっと聞いた話なのですけれども、現在、本町で外

国の方もかなりいるようで、こういった方たちがルールをあまり理解していないと

いうことで、説明をすると理解をしていただいて、しっかりその後はやっていただ

ける状況ということもお聞きしたのですけれども、こういった方たちに、転入した

ときに、さらに丁寧な説明とか外国語の表示看板など、こういったものを用意する

という、数少ないかもしれませんけれども、こういった方たちへの対応策を町で考

えていくべきかなと思いますけれども、町の考えをお伺いします。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

転入者に対する外国人の方を含めての対応でございますけれども、１点、私も、

燃えるごみ置場の状況だったりとか、ここがよく外国の方らしきごみが出ていると

か、そういったところも結構特定をされておりまして、対応を苦慮しているところ

でございますけれども、外国語の表記の関係も、結構様々な国からお越しいただい

ているということもありまして、これからの課題ではあるなと考えております。 

現在では個別に、地域においては、もう特定されるような方については、丁寧に

自治会のほうで簡単な説明を一生懸命やっていただいているところもございます。

といっても、なかなか全部を網羅はできていないのが状況でございますので、その

辺はこれからの課題かなといったところを考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

こういった方たちへの対応というのを町も承知をしているようですので、今後、

さらにいろいろ研究していただいて、対応を考えていっていただきたいと思います。 

続きまして、ちょっと確認させていただきたいのですけれども、以前、不燃ごみ

の立会いで当番の方がスプレー缶に穴空けを行っているというところがあったので

すけれども、最近は私的には見かけていないのですけれども、でも、何か話による

と現在も行っている地域があるというような話も聞いているのですけれども、町は、

この辺り、どんな把握をされているのか。また、もし行っている地域があるのであ

れば、町は何か対応されないのか。その辺について、お聞かせください。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

残ったスプレー缶の問題でございますけれども、これも過去にいろいろ問題視さ

れておりまして、穴を空けるときに、逆に残っていたもので結構噴射をしてトラブ

ルになっているとか、そういったこともございまして、現在では推奨はしていない
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というふうに私のほうでは認識をしているところでございますけれども。 

中には、そういったものは地域で順番に当番の人がやっているような話も若干は

耳にしておりますけれども、いずれにしましても、そういった問題につきましては

開成町環境美化推進協議会という、各地域から代表の方に来ていただいておりまし

て、様々なごみに対する問題について、いろいろな問題を抱えながら来ていただい

て、みんなで調整をするといった場面もございまして、問題の大きさによっては、

そういったところで調整を取らせていただきたいなと考えているところでございま

す。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

私が持っている資料ですけれども、これは国から県を通して、ちょっと数年前の

資料になるのですけれども、これ、死亡事故なども発生して大変危険ということで、

地域の実情を踏まえつつ積極的な対応を取るよう周知、助言をお願いしたいという

ような、やわらかい表現でございますけれども、私的には、これ、実際には、もう

自治体としてはやめさせていただく方向でというようなニュアンスの連絡が私、来

ていたと思うのですけれども。これ、最終的に自治会の判断になるとは思うのです

けれども、この辺で、また町で早急に確認していただいて、そういった周知を自治

会に再度、行っていただきたいと思いますので、いかがでしょう。ちょっと答弁い

ただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

議員おっしゃられるとおり、そういったところは大変危険な部分でもございます

ので、その辺は周知を徹底したいと思っております。 

一番は使い切ったものを出してくださいというところが基本になってこようと思

いますので、その辺のＰＲ関係に重点を置けたらなと思っております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、粗大ごみの受入体制の実績と課題は、に移りたいと思いますけれど

も、以前、粗大ごみの受入れがいっぱいで予約が取れないという声を多く聞いてい

たのですけれども、現在、そういう状況にはないということなのですけれども、も

う少し具体的に、現在どのような状況にあるのか、もう少し具体的に教えていただ

きたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 
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都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

粗大ごみの状況についての御質問ですので、具体のデータでお答えしようと思い

ますけれども、令和３年度の状況でいきますと、基本は予定数は埋まっている、最

終的には埋まっている状況で、それが初日の受付初日でいっぱいになってしまうよ

うな状況が９月ぐらいから１月ぐらいまで続いていたというような、データ上。一

番多いのは、やはり年末にかけての１０月から１２月、こちらのほうは、あっとい

う間にいっぱいになったという状況になっておりまして、現在では申し込めば基本

的には取れるような状況下にだんだんなりつつあるという状況です。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

また再度、お聞きしますけれども、では、現在では受付を断られる状況にはない

ということなのか。もし、そういうことがあるならば、この辺の対応というのはや

はり町で考えていくべきかなと思うのですけれども。ちょっと同じような質問にな

るかもしれませんけど、答弁、よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

感覚的なところであれですけれども、初日にはいっぱいにならないという状況は

続いているというところで、最終的にそれがいっぱいには大体なってきていますの

で、緩和されているという状況でしょうかね。 

それで、あと、通常の粗大ごみはそういった状況でだんだん落ち着いてきており

まして、直接搬入のほうも、やはり年末はすぐにいっぱいになっておりましたけれ

ども、最近ではまだ余裕があったりとか、まだ申し込めますよという状態が続いて

いると聞いております。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

やはり、こういったものの受入れを断るという状況というのは、極力避けていく

べきかなと思うのですけれども。実際にグリーンリサイクルセンターとか、そうい

った場所に一時ストック場を用意して対応するということなんかも考えられないの

かなということで、そういった、極力、そういったものを断ることがないような対

応を町として考えていただきたいと思いますけれども、町の考えをお伺いしたいと

思います。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 
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議員の御提案で一時ストック場を設けたらどうかなというお話でございますけれ

ども、これについては、山北町と足柄西部環境センターといったところと三者で協

議をしながら処理量等を決めてございますので、なかなか、そういったところに一

歩踏み込んでという状況には今なってございません。ただ、今、直接搬入のやり方

であったりとか、そういったところも三者でどうにか工夫をしながらできないもの

かという検討を実際にやっているところでございますので、議員御提案のそういっ

たことはどうだろうといったところは、今後検討させていただける余地はあろうか

と思います。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

ぜひ、そういったことも検討していただきながら、よりよい取組になるようにし

ていっていただきたいと思います。 

あと、粗大ごみの受付の関係でもう１点ですけれども、予約に来たときに本庁舎、

本庁舎で受付、ここでは終了になっていますよと。しかし、駅前の窓口センターで

は、まだ受付ができますというような状況があったということで、この辺り、受付

体制、どのような受付体制で今はやられているのか。各場所で受付件数が決められ

ているのか。そうであるのならば、なぜ、そういう形を取っているのか、お聞かせ

ください。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

受付場所の問題でございますけれども、基本的には最大マックスがもう決まって

ございまして、それの振り分けをさせていただいております。それは過去のデータ

から、一番多いのは役場の窓口の量を一番増やしてございまして、駅前と、今はイ

ンターネット申込みもございますので、そういったところの割合はこちらで調整を

させていただいておりまして、ちょうど申込みの後半の部分でそういった問題があ

ったのかなという感じは受けておりますけれども。その辺は住民の方にちょっと御

不便をおかけしている部分かなと思いますけれども、その辺はデータ処理の中で内

部で処理量の配分をさせていただいているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

やはり、言われたのですけれども、御不便をおかけしていると。こういうことは

できるだけなくしてほしいということで、この辺、受付窓口、一本化といいますか、

そんな体制にできないのかなというところで、この辺の改善策というのは何かない

のか。ぜひ改善していただきたいと思いますけど、町の考えをお伺いしたいと思い

ます。 
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○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

受付の一本化といったところでは、１点、駅前窓口のほうは来年度、閉じていこ

うといったところもございますので、必然的に役場窓口が中心になってこようかと

思います。ただ、担当課といたしましては、インターネット申込みのほうの宣伝を

もう少し重点を置きながら、そちらのほうの申込みを増やしていったほうが利便性

が高くなるのではないかなと。ただ、インターネットに慣れていない方も当然いら

っしゃいますので、その辺につきましては引き続き役場で受付をしていくといった

こともありますので、その辺の割合についてはやっぱり状況を見ながらやらせてい

ただければなと考えております。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

やはり町民に御不便をおかけするというようなことは極力避けるような取組をぜ

ひ考えていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

続きまして、粗大ごみの手数料のお話になりますけれども、今は戸別収集で税込

み１，１００円ということで、この辺、いろいろな状況、山北さんも同様に行って

いるということは理解しておりますけれども、この辺りの金額、ちょっと高いかな

という声もあるのですけれども、この辺りの検討の余地、これはないのか。また、

併せて金額設定、この辺の根拠というのはどのようなものなのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

粗大ごみの考え方でございますけれども、これは令和２年の決算を昨年の９月に

公表させていただいておりますけれども、そのベースでいきますと、開成町で経費

をかけて処理しているものが全体で令和２年度で２，８３７個、処理をしてござい

ます。それで、１個当たりの経費で考えますと１，０７５円、１個にかかってござ

います。これは収集運搬とか中間処理を行うだけの金額となっておりまして、最終

的には西部清掃組合のほうで環境センターで処理する分が、また別枠で負担金とし

て開成町から西部にお支払いしている一部でまた処理をしているということも考え

ますと、経費的には決して高くないというような見解もございます。 

ただ、近隣等、そういったところを比較してみますと、その負担割合であったり

とか、そういったところが気になられる方も中にはいらっしゃいますけれども、実

際には受益者負担の考え方といったところもございますので、現在ではそういった

対応をさせていただいていると。これも、山北さん、関係するところといろいろ調

整をしながらやっておりますので、それも三者で考えていく、一部、考える部分も
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あるのかなとは思いますけれども、現状としてはそういった状況でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

この辺り、近隣の自治体でも事情を含めてまちまちなのですけれども、どうして

もそういったところを比べてしまいますし、利用する方にしてみれば、やっぱり少

しでも安くしていただきたいというのは、これは当たり前のことだと思いますので、

なぜ、この金額になったのかということを広報誌など何かの機会に説明されて、住

民の方の理解を深めるというのも一つかなと思いますので、ぜひ、そういった対応

なんかも検討していただけたらと思います。 

続きまして、開成町のごみ行政の今後の方策はというところで質問させていただ

きますけれども、まず資源化の関係で質問させていただきます。２市８町でプラご

みゼロの共同宣言、これを行ったということで、宣言にあるワンウェイプラの削減、

プラごみの適正排出、クリーン活動、これらの参加を推進していくということです

けれども、もう少し具体的な取組、何か考えがあるようでしたらお伺いしたいと思

います。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

これ、２市８町で協定を結ばせているところでございますけれども、既に開成町

でも、きれいなまちづくり条例に基づきましてクリーンデーを年２回、ちょっと実

施がなかなかコロナ禍でできていないのですけれども、そういったクリーン活動で

あったりとか、あと、まだまだ小さいのですけれども、開成町のこの庁舎もプラス

チックの飲料の自動販売機は置いていないとか、そういった取組を小さいですけれ

ども始めていると。 

それと、あとはウオーターサーバーを今年１月に町民センターに設置をさせてい

ただきましたけれども、これは１月２２日、中止になりましたけれども、町民セン

ターの新たなオープンといったところに合わせて、そういったところも宣伝してい

こうということで設置をさせていただいたところでございますけれども、なるべく

マイボトルを持ってきていただきながら、そういったウオーターサーバーの利用を

していただこうという取組を始めたところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

ありがとうございます。 

あと、今年の初めに、私、プラ一括収集ということで、国がプラスチック製の食

品トレーや菓子袋など容器包装、これらと歯ブラシやハンガーといった製品、これ

をまとめて家庭から収集、リサイクルする市区町村に対して特別交付税措置を行う
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方向であるという記事を見たのですけれども、このような動きに対して町はどのよ

うな考えをお持ちなのか、伺いたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

容器包装の関係につきましては、国の動き、そういったところを受けて、各市町

もいろいろお考えを様々持ってございます。そういった中では、ちょうど開成町を

含めて１市５町で広域ごみの検討を様々やっているところでございますので、将来

的には、そういったところで統一をしながら処理がなされたほうが効率的ではない

かなと。単純に考えると効率的というところもあるのですけれども、実際の運用に

当たって、それが果たして効率的、理論上は効率なのですけれども、果たして経費

的に本当にペイできるのか、そういったところの検証が今後なされていった中でそ

の辺の改善がなされていくと考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

現在でも、これ、試行的に行っている自治体が多いということで、開成町でも今

後、そういった方向で行っていくということなので、ぜひ、私的には取組を前向き

に検討していっていただきたいと思います。 

続きまして、ごみの問題の大きな課題として生ごみの問題がありますけれども、

答弁で、現在、住民１人当たりが１日に排出する総量、また県内では悪くないとい

う数字だということで、本町では生ごみの減量化ということで生ごみ処理機設置推

進制度というものをつくって、これは補助を行いながらキエーロ普及、これに取り

組んでおりますけれども、本町この制度、キエーロが非電動式、エコということも

うたわれておりまして、ここが一つのポイントかなというのも承知はしております

けれども、今後、さらにごみを減量化していくためには違う形式、そういったごみ

処理機の普及を考えてもいいのかなと思っておるのですけれども、ごみ減量化に先

進的に取り組んでいる自治体には、こういったもの、複数の処理機を対象に補助を

行っている自治体もあります。キエーロとまた違ったごみ処理機で非電動的なもの

もありますし、この辺、現在住民の方たちも生活スタイル、こういったものも様々

になってきていますので、生活にマッチした処理機ということで複数の処理機を対

象にした制度、こういったものも検討していっていただきたいと思いますけれども、

町の考えをお伺いします。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

ごみの問題、燃えるごみについては極力少量化をしていこうといったところは大

きな課題として持っておりまして、開成町でも、以前はコンポスターであったりと
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かも設置補助をしていたことがございますけれども、なかなか敷地、住宅の状況も

変わってまいりまして、それだけの広いところはないよというようなお話があって、

現在はキエーロという形になってございます。様々、方式的には電気式で分解型と

いうものもございますけれども、方向性としては、そういったところを順次研究を

しながら対応していきたいとは考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

ぜひ、今後、前向きに、これは検討していっていただきたいと思います。 

それで、こういった処理機などを活用して生ごみ、これを排出しない方たち、こ

ういった方たちに長野県の上田市辺りは優遇措置として生ごみを出しません袋とい

うものを、ごみ袋ですが無料配布するという取組を行っていたり、他の自治体でも

同じような取組を行っているところもあるようですけれども、本町でも、これまで

キエーロを購入された方など、生ごみを排出しない方たちへ何か優遇的なことを考

えられたらと思うのですけれども、町の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

大変進んだ御意見だと賜りました。基本的には、まずは直接的に減らす方策とい

うところを今は考えているところでございまして、そういった方たちの実践してい

る方たちへのプラスアルファといった観点の御質問かと思いますけれども、今後は

そういった観点の考え方も入れながら、ごみ行政は進めていかないといけないかな

とは思います。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

ぜひ、よろしくお願いします。協力している方たちには、そういった優遇措置、

これもあってもよいと思いますし、また、そういった取組がさらなるごみの減量化

にもつながっていくと思っておりますので、ぜひ前向きによろしくお願いしたいと

思います。 

続きまして、ごみ袋の関係でちょっとお伺いするのですけれども、現在、本町の

ごみ袋、これはポリエチレン製だと思うのですけれども、小田原市、小田原市さん

では昨年、高密度ポリエチレンにバイオマス割合１０％以上のものというものにご

み袋を切り替えたということで、こちらの袋も燃やすと二酸化炭素が出るというこ

となのですけれども、その二酸化炭素はバイオマスが成長する過程で吸収したもの

だということで、差し引きゼロ、ゼロカーボンということで、そういったごみ袋を

使い始めているということなのですけれども、開成町もゼロカーボンシティ、これ

を表明しておりますし、開成町でもこういったごみ袋に切り替えてはどうかなと思
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いますけれども、その辺の町の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

基本的には環境に優しいごみ袋という御提案だと思うのですけれども、これにつ

いては、過去にもいろいろ環境に優しいごみ袋ということで開成町も取り組んでき

た経過がございますけれども、なかなか実際に出される方の御意見とか、そういっ

たことも聞いた中では、そういった、環境に優しいという、ああ、理論上ではなく

て、環境に優しいという観点だけを強調しますと、使い勝手の部分でちょっと切れ

やすいなとか、絞るときにちょっと問題があるなとか、具体の実際面を考えていっ

たときには課題も多いなと感じているところでございまして、実際に小田原等でそ

ういったことを始めているという情報は聞いておりますので、よりよい形で環境配

慮ができたものにしていくというのはいいことだと思っています。 

ただし、経費がどうしてもかかってまいりますので、今、開成町、経費的には非

常に安くごみ袋を提供してございまして、そういったところもございますので、そ

の辺の兼ね合いで今後も順次研究をしながら進めてまいりたいと思っております。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

分かりました。今後も、ぜひ、研究していくということで、よろしくお願いした

いと思います。 

続きまして、ごみの戸別収集、こちらの関係でお聞きしますけれども、近年、ご

みの戸別収集、集積所の管理負担が減ることや、また、ごみ出しのマナーの改善、

減量化、道路の安全確保、景観の改善などのこういったメリットもあるということ

で、全国的に導入する自治体が増えてきているということですけれども、本町でも

町の将来を見据えて、私、導入に対して前向きに検討、調査研究していただきたい

と思っているのですけれども。 

また、それに合わせて、ごみ出しの困難者ということで、高齢者の方や障害をお

持ちの方など、こういった方たちを対象に戸別収集を導入しているという自治体も

あるということなのですけれども、こういったことも含めて、現在、開成町、今後

も含めて、戸別収集に対しての考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

高齢者を中心として、ちょっとごみ出しが大変だというようなお声は耳にしてお

ります。個別に対応してもらいたいという御要望的なところも承ってはございます

けれども、例えば、開成町の場合ですと人口増がどんどん、おかげさまで増えてい

る関係で、平成２７年と比べますと、比較がどうか分からないですけれども、ごみ
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置場も、その時点では２６６か所ぐらいだったのですけれども、現在では３４１か

所、燃えるごみの置場が増えてございまして、委託しております収集業者もフル回

転で収集をしている状況でございます。 

そういった状況下の中で、どこまでそういったお声に対して応えられるかという

ところは課題として持ってございますけれども、今の段階でそれに積極的にお応え

をできるかというと、なかなか難しい状況下にあるというのが現状でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

この辺は、また次の機会に質問させていただきたいと思います。 

それで、最後に町長にお伺いしたいと思います。答弁にありました、今後も様々

な社会情勢の中で、ごみを取り巻く環境も変化していくことが考えられますけれど

も、そういった中でも本町は常に町の将来を見据え、こういった環境、ごみ問題に

先進的に取り組む自治体であっていただきたいと思いますけれども、町長のお考え

をお聞かせください。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

開成町としても、環境問題に対しては先進的に取り組んでいきたいというのは、

来年度もそのような形で大きな１つの目標として掲げております。ごみ問題、エネ

ルギー問題、様々ありますけれども、こういうときに一番大事になってくるのは、

やはり町民の皆さんの意識をどうやって高めていくかというのがすごく大事なこと

なのかなと。行政はそれを率先してやるのですけれども、そこについていっていた

だけるような町民の皆さんに意識を高めていくというのもすごく大事なことだと。 

様々な今のごみの出し方もありますし、出すのに困難な弱者の皆さんもいられま

すので、そういうことも考えながら、隣近所の中で、人口密度が高い町というのは

隣近所の関係が深まっているところもありますので、そういうところの助け合いの

中でもやっていくという。あわせて、機械的に効率的にやっていくということだけ

ではなくて、様々な意識を高めていくということがすごく大事になってくると思う

ので、そういうものも含めて、ごみ、エネルギー、環境問題には、これからも力を

入れていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

２番、佐々木議員。 

○２番（佐々木昇） 

ぜひ、町の将来を見据えた環境、ごみ行政の取組を期待しております。 

これで私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（吉田敏郎） 
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これで佐々木昇議員の一般質問を終了といたします。 

暫時休憩といたします。再開を１０時５０分といたします。 

午前１０時３５分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 

午前１０時５０分 

○議長（吉田敏郎） 

引き続き一般質問を行います。 

１０番、井上慎司議員、どうぞ。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

通告に従いまして、１つの質問をさせていただきます。本町における消防団の強

化と今後の展開について、伺います。 

消防団は、有事の際はもちろんのこと、火災予防週間での啓発活動や年末の夜警、

消火栓の点検や訓練など、その活動の幅は多岐にわたり、地域防災の要としてなく

てはならない組織です。また、災害時の対応のみならず、地域のコミュニティづく

りにとっても、その存在意義は大変大きいものだと思っております。 

その一方で業務過多や全国的な消防団員の担い手不足が問題となっており、昨年、

消防庁がまとめた消防団の処遇等に関する検討会の報告書で公表された内容には、

社会環境が変化していく中での様々な課題とその対応策が記されています。 

本町においても消防団員の慢性的な欠員が続いており、報酬や活動内容などの処

遇の見直し、学生、女性、アクティブシニア世代の効果的な参画を検討するととも

に、大規模災害時に限定して災害対応活動や後方支援活動を行う大規模災害団員、

及び火災予防等の消防広報に限定した活動を行う広報活動団員といった機能別団員

の拡充を図っていくべきであると考えます。本町において消防団に関わる課題と課

題解決への取組、また、消防庁がまとめた報告書をどのように捉え、今後どのよう

に展開していくのかを伺います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは、井上慎司議員の御質問にお答えします。 

令和３年８月に総務省消防庁の消防団員の処遇等に関する検討会の報告書は、地

域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在である消防団員が全国

的に減少し、危機的な状況にあることを背景に、適切な処遇の在り方や、より幅の

広い今の時代に合った団員確保策について取りまとめた報告書であります。開成町

においても消防団員は地域防災力の中核として重要な役割を担っており、特に、消

防団員確保については喫緊の課題であります。 
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それでは、初めに消防団の現状についてお答えをします。 

開成町の消防団員数の現状については、条例定員１０８名に対し、令和４年２月

１日現在で９４名であります。以前から消防団員の定数を満たしていない状態が続

いていたため、消防団員の確保及び消防団の抱える課題を克服し地域防災力を向上

させることを目的に、平成２９年４月に開成町消防組織強化推進連絡協議会を設立

いたしました。 

協議会活動としては、消防団と自治会、企業、消防団のＯＢ等との団員確保のた

めの意見交換会の開催をはじめ、町消防出初め式の開催、消防団員の活動を身近に

感じてもらえるよう自治会等の夏祭りに出向き消防団なりきり体験等の啓発活動や、

消防団ホームページ、フェイスブックを随時更新し消防団活動を積極的に発信して

おります。また、自治会から依頼を受けた訓練のほか、どんど焼きや雑草焼きなど

にも消防団が出動し、地域との連携を図っております。 

次に、消防団における課題についてお答えをいたします。 

開成町の一番の課題は、消防団の現状でもお答えしたとおり団員確保であります。

２つ目の課題は、動員力及び即時対応力であります。現在、町内自営業及び企業等

に勤務している消防団員が９４名中３３名、約３５％であり、平日の昼間に大規模

な地震災害等が発生した場合に活動できる消防団員が少ないことが想定されるため、

課題の一つと考えております。 

１つ目の団員確保の取組につきましては、ここ２年間、コロナ禍により協議会の

活動や消防団自体の活動も制限されたため、令和２年度に消防団員募集チラシを作

成し、全世帯に配布し広報活動を実施いたしました。これまでにチラシを見て２名

が入団され、少しずつではありますが成果が表れてきていると感じております。 

今年度においても、消防・防災における女性ニーズや災害弱者等の多様な視点が

反映できるよう女性消防団員の獲得を目指し、女性目線の募集内容でチラシを作成

したところであります。今後、女性の入団希望があった場合には、本人の希望を確

認の上、火災予防運動や住宅用火災警報器設置促進普及啓発等の防火広報をはじめ、

応急手当て指導、災害時の情報収集及び指定避難所運営補助等、平時における防火

広報活動を中心に機能別消防団員を組み合わせた本部付団員として幅広い活動を予

定しております。引き続き女性消防団員の獲得に努めていくとともに、現在１名で

ある学生の消防団員においても、消防団ホームページやフェイスブック等を活用し

幅広い町民の入団促進を図ってまいります。 

２つ目の動員力及び即時対応力の取組につきましては、災害はいつ発生するか分

からないため、日頃から消防団員が講師役となり自主防災会で実施する初期消火訓

練等で実技指導を行っているところであります。また、平日の昼間に災害が発生し

た場合を想定して、以前から中学生に救命講習会の実施や、町防災訓練時に住居地

域の自主防災会で実施する様々な訓練に参加をし、災害時の救援活動等の貴重な担

い手として位置づけをしております。 

さらに、近年多発する風水害や巨大地震等の自然災害に備え、町民一人一人が浸
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水対策や地震対策などの危機管理の基礎知識及び応急手当て等の実践知識を習得す

ることを目的に防災講座を開催しているほか、地域の防災活動の指導役として地域

と町を結ぶ人材を養成する地域防災リーダー養成講座を開催し、自助、共助の強化

を図っているところであります。 

次に、報告書で示された消防団員の処遇改善についてお答えをいたします。 

消防団員の処遇等に関する検討会の最終報告書では、災害時の出動報酬は１日当

たり８，０００円を標準とすることの見解を踏まえ、消防団幹部との協議及び近隣

市・町の出動報酬を鑑み、本定例会において消防団員の災害時における出動報酬額

改定議案を上程しております。今後も消防団員の適切な処遇の在り方や入団促進、

及び活動しやすい環境づくりに努めてまいります。 

最後になりますが、近年の消防団を取り巻く環境は大きく変化し、今や火災のみ

ならず多発化・激甚化する様々な災害に対応するため、消防団の役割はますます大

きなものとなってきております。今後も地域防災の中核である消防団員の確保及び

消防団の強化を図るため、町消防組織推進連絡協議会を通じて自治会、企業等、関

係機関と一体となった活動を推進し、消防団を中心とした地域防災力の充実・強化

を図っていきます。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

町長から一定の御答弁をいただきましたので、順次再質問をさせていただきます。 

平成２６年、２７年、私が開成幼稚園で父母会の役員をしていたとき、初めて開

成町消防団を幼稚園の夏祭りにお招きをして、消防士なりきり体験や放水実演をし

ていただきました。このとき同時に団員募集の活動をしていただき、結果として、

その場で団員獲得に結びつきました。当時の防災担当の職員さんにも大変御尽力い

ただき、開成町消防団の初めての取組としては大成功だったのではないかと感じて

おります。その後もこの取組は継続され、平成２９年４月に開成町消防組織強化推

進連絡協議会が設立されました。 

こういった経緯があり、私は議員という立場になる以前から消防団員の不足や活

動内容について強い関心を持っておりました。そういった経緯で今回の一般質問を

させていただきます。 

まず、消防組織強化推進連絡協議会の活動は、コロナ禍により様々な制限を受け

ており、今後、制限が解除されても、これまでと同様のイベント等が開催されると

は限らず、これまでどおりの活動展開が行えるかどうかというのは現時点では未知

数かと思います。チラシの製作及び配布をされているとの答弁でしたが、そのほか

に団員獲得や啓発活動を新しい形で進めていくための検討などは進められておりま

すでしょうか。 
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○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

議員のおっしゃるとおり、また町長の答弁でもありましたが、やはりコロナ禍に

おいて協議会の活動、また消防団自体の活動も人数制限、時間制限とかをして、な

かなか思うようにいかないというのが現状であります。そういった中で、町長答弁

にもありましたが、ここ２年間はチラシを配布して団員募集に２人、つながってき

たといったところではありますけれども、今後、このコロナがいつ終息に向かうの

かというのがまだまだ分からない状況ですので、消防団のホームページ、また消防

団のフェイスブック等がありますので、そちらを使って、より一層、入団、団員の

確保に向けて啓発をしていきたい、このように考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

ここで１点、お聞きしたいのですが、現在の消防団の団員さんの平均年齢と世代

別分布、及び団員として獲得したい世代というのをお教えください。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

まず初めに、平均年齢につきましては４６歳、昨年の令和３年４月１日現在にな

りますが、４６歳でございます。この４６歳という数字は、この辺、近隣は承知は

していないのですけれども、神奈川県全体の消防団の平均年齢が少し前なのですが

令和２年４月１日時点で４５．６歳ですので、ほぼ県内平均であると言えると思い

ます。 

次に、世代別なのですが、世代別につきましては、一番若い２０歳代が８．７％、

３０歳代が９．８％、４０歳代が５１％、５０歳代が２５％、そして６０歳代が５．

５％という形で、平均年齢と同様に４０代、４０歳代が一番多い世代別と、年齢構

成という形になっているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

もう１点、獲得したい団員の世代というのをお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 
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防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

失礼いたしました。獲得したい世代というのは、御存じだと思いますが、消防団

条例で１８歳から４５歳という形で決まっておりますので、その中であれば、消防

団活動に意欲のある方であれば、基本的には世代は問わないという形で考えており

ます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

特別、世代は問わずに、との御答弁でしたが、実際、県平均だと言われましても、

平均年齢４６歳というのは高いのかなと感じているところです。もう少し若い世代

が入ってくれて、平均年齢を若くしていくことも必要なのかなと思っておりまして、

総務省・消防庁で人気お笑い芸人を起用した消防団ＰＲの動画ツールが公開されて

おります。こちらは昨年１２月に公開されてフリー素材として提供されておりまし

て、使用期限が令和４年、今年の１２月３１日まで限定で、自由に使っていいです

よということで公開されております。若い世代にＰＲするに当たって、こういう動

画ツールを積極的に使っていくのは効果的かと思うのですが、この消防庁のフリー

素材の動画については御存じでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

今、言われた著名人の方が消防団の制服ですとか活動服を着て、それがポスター

になっているというのを見たことはございます。ただ、動画自体は、申し訳ござい

ません、詳細までは見ていないという形なのですけれども、ポスター等については

見させてもらったというところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

せっかく開成町は消防団として独自のホームページ及びフェイスブックのページ

を持っていますので、これを大いに活用するという観点からも、こういう国が用意

してくれた素材というのを積極的に活用して若い世代にアプローチできるようにし

ていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 
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○防災安全課長（小玉直樹） 

フリーで使えるというような、今、お話をいただきましたので、ぜひ活用させて

いただきたいなと思っております。なかなか先ほども推進協議会の活動等ができな

い中でという形で、消防団のホームページやフェイスブックを活用してということ

ですので、ぜひ大いに活用させていただきたいと、このように考えております。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

フリー素材の動画の活用、やっていただけるということなのですが、もし、この

先の展開として町独自でＰＲ動画を作っていくだとか、あじさいちゃんを活用して

ＰＲをしていくだとか、そういった部分も視野に入れて検討していただきたいと思

っております。 

続きまして、昨年４月の政府の調査で、団員個人に報酬や手当が支給されていな

い消防団が全国で６割に上るということが明らかになっております。総務省消防庁

は全ての自治体に対し報酬などを個人に直接支給するよう通達しておりますが、本

町においては各分団の報酬などの支給状況の実態は把握されておりますでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

今、御質問にあったような話も実際には伺っておりますが、本町においては昔か

ら、いつからかというのはちょっと詳細は把握はしていないのですけれども、個人

支給と、基本報酬、出動報酬ともに個人の口座のほうにお支払いさせてもらってい

るという状況でございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

報酬の分団への一括支給というのは、幽霊団員などの報酬不正受給の温床になる

ということで危惧されておりますが、本町ではそういった心配はないとの御答弁で

したので安心いたしました。 

また、個人に支給されても、後日、分団内で再徴収をされてしまっては、なかな

か、これは意味をなさないのかなと思いますので、しっかり行政側として監督・指

導をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

続きまして、女性の入団希望があった場合は、機能別消防団員として本部付の団

員として迎え入れるとの御答弁だったのですが、これは、逆に読み解くと、女性は

地域の分団へは入団できないということになるのでしょうか。 
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○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

町長の答弁で、どちらかというと、防災安全課としては、そういったような女性

ならではの活動をしてほしいという思いで町長のほうも答弁したと思うのですけれ

ども、ただ、町長のほうでは本人の希望を確認した上でという形で御答弁させてい

ただいたと思いますが、希望の中で、やはり男性団員と同じように分団に所属して

活動したいというのであれば、また、そういった場合のときには、その分団、また

正・副団長等と確認をした上で、希望に添ったような形で入団していただければと

考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

では、これは、逆に、男性が地域の分団ではなくて機能別消防団員に入りたいよ

という要望があった場合は、男性でも機能別消防団員のほうに入れるという認識で

よろしいでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

そこまでは正直、想定はしていなかったのですけれども、希望としましては、男

性については今、先ほども言ったとおり、まだ不足している状況でございます。ど

ちらかというと、広報ですとか、それ以外の部分の例えば避難所の運営ですとかと

いったところは、自主防災会のほうで防災講座や地域防災リーダー等を通じて、い

わゆる機能別消防団員に近いような形で、ほかの町民でそういった啓発をさせてい

ただいておりますので、できれば男性、健常者である男性であれば分団に所属して

消防団として活動していただきたい、このように考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

今の御答弁で健常な男性であればということだったのですが、車椅子に乗られて

いる方、四肢に障害等があられる方でも、地域防災の中で活動したいという方はき

っとおられると思います。そういった方々の間口を広げるためにも、機能別消防団

員は女性のみでなく男性でも加入できますよという広い間口を明確に示していくべ

きだと思います。この点は、しっかり周知する中では訴えていっていただきたいな

と思うところなのですが、いかがでしょうか。 
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○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

今のお話、参考にさせていただいて、ぜひ、そういった方には、意欲のある方で

あれば何かしらの消防団活動に携わっていただければ、町としても大変貴重な戦力

となりますので、前向きに検討させていただければと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

前向きに検討していただけるということで、ありがとうございます。 

これから新しい試みとして様々な試行が必要かと思いますが、機能別団員は、所

属が本部であったとしても、消火活動以外の活動であれば、日頃の点検など、そう

いった部分であれば、自身が住まわれている地元の分団に顔を出して経験するなど

の中で、希望があれば本部から地域分団への異動が可能であるだとか、そういった

取組をしていくことで、移住者や女性など地域の消防団でなかなか敷居が高いと感

じる方も、なじみやすくなっていくのかなと思います。先ほど前向きに検討してい

ただけると言われた中で、こういった部分もしっかり検討していただければと思い

ます。 

続きまして、消防団に参加されている世帯は組長の免除を受けられる自治会もあ

る、そういった自治会、知っている限りで２つあると伺っているのですが、２自治

会ですね、こういった判断は、もう自治会に一任しているのでしょうか。あるいは

行政として、自治会長会などを通じて情報の提供や共有などなされているのでしょ

うか。お伺いします。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

実は、消防団員からもそういった声が上がっていまして、数年前に一度、町長か

ら自治会長会議の中で、消防団でこういったアンケートで負担軽減の一つとして組

長等の免除といったようなお話もさせていただいたところがあります。 

あと、２つの自治会が実際に免除していただいているというのも把握はしている

ところでございますが、基本的には自治会のほうに一任させてもらっているという

のが現状でございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 
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１０番、井上慎司です。 

実際の組長免除がされている自治会で消防団をされている方から直接聞いたお話

なのですが、組長免除の自治会に自分は住んでいるけれど、実際、自分の組内、大

分高齢化していると。それで免除してあげるよと言われても、なかなか免除、自分

が免除を受けようとは思わずに、進んで組長をされたという御家庭があります。こ

の組長免除というのが普及してしまうと、今、実際、団員の方からは、もっと幅を

広げて学校の役員、ＰＴＡの役員の免除なんかもできないのかなどと言われてしま

っているような状況があります。 

免除の仕組みが普及し過ぎると、自治会のコミュニティとしての地盤が緩んでし

まうのではないのかなと危惧するところなのですが、答弁の中でも、自治会などの

機関と一体となって活動を推進し、消防団を中心とした地域防災力の充実と強化を

図っていくとのことでした。消防団員の自治会役員免除が普及してしまうより、自

治会の加入を促進することで地域防災への関わりと理解を深めていただくことで消

防団員も増えていくのかなと考えているところです。実際、自治会の役員免除とい

うものは、これに逆行するのではないかと思うのですが、この辺、自治会と消防団

との関わりについて町長からのコメントをいただきたいのですが、よろしいでしょ

うか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

確かに、今のバランスというのはすごく難しい課題だなと思います。開成町は、

自治会活動に対して力を入れている部分があります。結局、自治会に入っていただ

けるということは、すごく地域の中のコミュニケーションも高まるし、それが波及

して、今、言われたように消防団になっていただく可能性も高くなる。消防団だけ

ではなく、様々な、防災リーダーさんでもあるし、組長さんでもあるし、様々なこ

とを地域の中でやっていただける積極的な人間、住民を増やしていくというのはす

ごく大きなことなので、自治会加入というのはすごく大きなことだと思っています。 

そういった中で、やはり自治会の中の役割の中で、いろいろな役員さんの負担軽

減というのも片方であるわけです。なかなか役員さんになっていただけないという

中で、様々な消防団のアンケートの中でも、そういうことをしていただければ消防

団になっていただけるというのもあるし、そういうものはなかなか、頭では分かっ

ているのですけど、現実的な問題として自治会にそこまで強制はできないので、こ

ういうアンケートがありましたよと自治会長会議の中で話をさせていただいた中で、

それができる自治会、できない自治会があってしようがないと思うのです。 

開成町、こんなに小さいですけれども、自治会によって５０世帯から１，０００

世帯を超える自治会までありますので、様々。そういった中で地域に合った中でや

ってもらえるようにするというのはすごく大事なので、柔軟性というのは一律では

なくてやっていくというのがすごく大事になってくると思うので、そういうことを
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鑑みながら、バランスを取りながら町もやっていくし、自治会にもそのような対応

でやっていただきたいなと思っております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

柔軟性を持ってバランスを取りながらということですので、自治会に一任するこ

となく、状況をしっかり行政側で把握をして、何でもかんでも免除されるというよ

うな空気感をつくらないようにしていただきたいなと思っているところであります。

よろしくお願いいたします。 

続きまして、コロナ禍においても新入団員の方が獲得できているとのことだった

のですが、操法の練習などの実践練習というものは実際できているのでしょうか。

また、操法の練習場所はしっかりと確保できているのか、この２点、お伺いいたし

ます。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

実際、今、コロナ禍の中で、正直、操法訓練までは行っていないというところが

現状でございます。 

それと、訓練場所につきましては、実は町内の企業の２社から新たに訓練場所と

して企業内の敷地を使っていいよといったお話をいただいたところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

実際の新規入団の方の操法練習ができていないというのは、実際の消火活動がま

まならないということに直結してしまうのではないかと思うところなのですが、こ

の部分に関しても、やはりコロナ禍だからなかなかできないということで片づけて

しまうのか、練習場所が提供されるという企業さんが２社あられるということなの

で、積極的に操法の練習を進めていくのか、今の行政としての考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

消防団活動につきましては、例えば緊急事態宣言、今はまん延防止等重点措置の
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期間ですので、そのときはやはり少し活動は抑えようという形です。これまでも、

２年間の中で、その期間以外であれば、例えば操法までは行かなくても放水訓練、

そういったものはいいですよという形で、人数ですとか時間というのをコロナ禍の

状況、感染状況等を見ながら活動してきたという状況でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

有事というのは、いつ起きるか分かりませんので、今のまん延防止措置が解除さ

れたら、すぐに動き出せるような形で調整していっていただきたいと思っていると

ころであります。 

また、企業さんからの場所の提供ということだったのですが、行政としてこの場

所が使えますというものは、用意はできていないのでしょうか。可能であれば県と

調整をして合同庁舎の駐車場を使わせてもらうだとか、あと、ちょっとスペースは

狭いのですが、松ノ木河原の防災倉庫前にも舗装された区間等があるのですが、こ

ういった部分の活用は考えておられないのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

合同庁舎については、前々から消防団からの要望もありまして、神奈川県には話

はしているのですけれども、ちょっとまだ借用までは至っていない状況です。今後

も引き続き、使わせてもらえるように、すごく広いですので、使わせてもらえるよ

うな形で交渉はしていきたいと思いますが、松ノ木河原については、アスファルト

舗装されているところもあるのですけれども、面積的にちょっと操法するには短い、

狭過ぎるので、現状では使えない状況でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

町内の事業所さんとの連携というのは、官民連携ということで非常にすばらしい

ので、今後ともこの連携は続けていただきたいと思いますが、行政側として、しっ

かり自分たちの町内でできる場所というものを用意していくことも必要かと思いま

す。合同庁舎、ふだん、僕も目にするのですけれども、本当に広いスペースが確保

できておりますので、そこの有効利用と合わせて、松ノ木河原のほうも操法の練習

に対応できるような形に今後整備を進めていっていただきたいと思っているところ

です。 

国土強靱化計画というものの策定を今、進めているところかと思うのですが、国

土強靱化計画を策定するに当たって、消防団の活動環境整備というものを明記する
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ことによって消防庁の消防防火施設等整備事業補助金というものの獲得に結びつけ

る流れというものは難しいのでしょうか。もし、これが可能であれば、こういった

ものを活用して松ノ木河原の倉庫前の舗装区間を延長するということも可能なので

はないかと思うのですが。よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

消防防災施設等整備事業補助金につきましては、国の補助金になるのですけれど

も、ちょっと詳細までは今、資料がないのでお答えできないのですが、基本的には

防火水槽ですとか、そういったものの整備に使うものに対する補助金ではないのか

なとは思っています。この辺の補助金のメニューがどういったものがあるのかとい

うのは、また詳細は確認しておきたいとは思いますけれども、それ以外でも県のほ

うで市町村の補助金、市町村地域防災力強化事業補助金というのがありますので、

そういったものでも活用できないかとかというのも検討できるのかなと考えている

ところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

国のみならず県のほうでも補助金があるということでしたので、現状の課題打破

のために、うまく補助金等も活用しながら事業を進めていっていただきたいと思い

ます。 

続きまして、昔は農家や商店の経営者など、平日の日中に出動できる団員の比率

が高かったかと思います。生活様式の変化により、平日の昼間に出動できる団員数

が減っているというものが課題であるとも御答弁がありましたが、現在では団員に

なれるのは在住者のみというものが開成町の消防団条例で決まっております。これ

は開成町だけでなく近隣の１市４町でも同様なルールづけとなっているのですが、

町外在住であっても町内在勤であれば入団の対象であるとすれば、平日、日中の出

動ができる団員を確保できるのではないかと思っているところです。地元企業や事

業所さんとの連携は必須かと思いますが、こういった部分でも官民連携推進につな

がると思います。 

また、現在、消防団に加入されていて、町外に転居してしまう方は自動的に消防

団員の資格を失ってしまうことにもなりますので、消防団員の流出防止という観点

からも、こういった条例の改正を見据えて考えていくことも必要かと思いますが、

町の見解を伺います。 

○議長（吉田敏郎） 
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防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

今、言ったような形で、今、町の条例では在住のみと。ただ、在勤も含めた条例

制定しているところは全国でも結構あるというのは承知しております。昨年１１月

に牛島地区で昼間、平日の昼間、発生した火災があったのですけれども、そのとき

に実は出動できた団員が２８名ということでした。やはり町外へお勤めになられて

いる団員が多いという形の中で考えれば、在勤者というのも今後検討していきたい

なというのはありますけれども、まずは消防団の中で協議をしていただいて在勤者

の取扱いについて検討していければと考えております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

消防庁のほうで消防団協力事業所制度というものがあります。全消防団員の約７

割が被雇用者という状況の中で、消防団の活性化のためには被雇用者が入団しやす

く、かつ消防団員として活動しやすい環境を整備することが重要であり、企業の消

防団活動への一層の理解と協力が必要不可欠である。また、消防団協力事業所制度、

これは事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事

業所の協力を通じて地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度とい

うことです。 

この制度に加盟した事業所さんは、消防団協力事業所として認められた証明書が

社屋に掲示できて、またホームページにもそういった旨を記載できるという、企業

としてもメリットのある取組なのですが、こういったものをうまく利用するために

は、やはり町外在住で町内在勤の方というものが町内での消防団活動に従事してい

ただくことにより、加盟できる事業所さんも増えていくのではないのかなと思うと

ころでありますが、この制度については御存じでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

この制度は実は本町も、もう既に取り入れて、制度ができて間もない頃に、もう

実際、本町でも取り入れてございます。現在、町内の２社に、こういった表示制度

を出しているというところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 
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○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

既に御存じとのことなのですが、これ、定期的な周知はされているのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

定期的な周知は、正直、なかなか最近はやっていないというところなのですけれ

ども、先ほど言ったような形で操法場所として訓練場所を提供していただいた、そ

ういったのも十分この制度に入ると思いますので、今後は、そういった企業を増や

して消防団活動のＰＲと併せて町内の企業のＰＲ等も行っていければと、このよう

に考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

ここのところは制度の周知が停滞していたのかなということも散見されますので、

今後、周知の徹底も進めていただき、企業連携と合わせて在勤者の消防団加入につ

いての議論も進めていただきたいと思います。 

続きまして、県の制度になるのですが、神奈川県消防団応援の店制度というもの

があります。地域防災の中核として活躍している消防団員は、人口減少や社会情勢

の変化などにより減少が続き、団員確保が大きな課題であります。このような中で

地域ぐるみで消防団員を応援し、消防団員の士気の高揚及び加入促進を図るため、

この制度に賛同する事業所や店舗等の協力により、消防団員や家族等を対象に割引

などのサービスを提供する制度です。 

こちらの制度なのですが、平成２８年からスタートしまして、現在、県内では３，

５００件ほどの業者が登録されているとのことです。県内全域で３，５００となる

と、それほど多い数字ではないかと思うのですが、実際、これが開成町、町内でど

の程度の加盟店があるのかといいますと、大手ファストフード店１社のみとなりま

す。町内の中での制度を利用できるのが１社のみということで、なかなか、これも

広く普及はされていないのかなというところなのですが、実際、この制度は御存じ

でしょうか。また、団員さんにはカードが支給されるのですが、漏れなく皆さんに

このカードは行き届いているのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

もちろん、この制度については、神奈川県と県の消防協会でタイアップして応援
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の店制度ということで承知はしているところでございます。また、カードについて

も全部の消防団員に配付しているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

全分団員さんに支給されているということですが、私の伺った限り、これをいた

だいていないと言われている消防団員さんも実際にいられたのですが、その辺、も

う一回、行政側としても各分団員さんに確認を取っていただきたいと思います。 

また、このサービスを利用しようとして町内の事業所さんに持ち込んだところ、

従業員の方が何なのかが分からなくて、レジのところでもたついてしまい、結局、

使えずじまいでしたという話も聞いております。なかなか制度が普及していないと

いうのは、登録している事業者さんの中でも周知徹底ができていないのかなという

ところも感じられます。そして、私のほうでヒアリングをした中では、もっと広く

町内の個人事業主さんなどでも使えるようになってくれれば、地域の中で大いに活

用したいのにという声もいただいております。 

登録店舗が増えることで、団員の親睦のみならず、日頃から消防団活動に御理解

をいただいている団員家族の皆さんへの福利厚生としても意義のある取組ではない

かと思っているのですが、地域経済への一助にもなるこの取組を、県の制度という

だけでなく、町としての制度としても取り入れてはいかがかと思うのですが、どう

でしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

こちらについても、以前、消防団に聞き取りを行ったと伺っております。ただ、

そのときには、やはり先ほど来、話がありました役員等の免除ですとか報酬のアッ

プ、そういったものがまず優先で、こちらについては県の応援の店の制度があるの

で、それほどではないとは伺っておりますが、それからまた時間もたっております

ので、また、その辺のところは消防団の会議等を通じて確認していきたい、このよ

うに考えております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

こういった要望というものは、定期的な意向調査等をしていただいて団員の皆さ

んの考えを吸い上げていただいて、また、周知徹底を図っていただき加盟される事
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業者さんを増やしていただきたいと思っているところです。 

最後になりますが、私の父が長年、消防団員として活動しておりました。昔、私

が子供だった頃に、町内で夜間の不審火が続くということがありました。このとき、

父は玄関に消防のブーツを並べて消防団の制服を着て眠っていました。いつでも出

動できるように、です。こういった姿はなかなか町民の皆さんの目につくものでは

ないのですが、消防団は常に危険を伴う大変な活動を担っていただいているととも

に、地域のヒーローであり地域の宝だと思っております。今後、より一層の活動環

境の整備を進めていただきたいと思います。 

今回の一般質問で私から幾つか提案させていただきましたが、実現可能で効果的

なものは積極的に取り入れていただきたいと思っております。 

最後に、町長から何かコメントがあれば、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

消防団員確保というのは、大変重要な課題だと思っています。今、いろいろ提案

をいただきましたけれども、できることは、在勤の条例を変えるなら変える、町の

例えば飲食店も商工会がありますので、そういうところにちょっとお願いをしてそ

ういう割引制度を導入してもらうとか、様々なできることはきちんとやっていく、

早くやっていくというのはすごく大事だと思うので。今、言われたように、井上慎

司議員が言われたような対策は早急にやっていきたいと思いますし、また、改めて

消防団員の地位向上、町のＰＲ活動も含めて、大変重要な団体であるし、そういう

人たちがすごく誇りを持って働けるような消防団員、消防団というものを開成町と

してもつくり上げていく必要があるのだなと改めて感じておりますので、そのよう

な方向でこれからも進めていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１０番、井上慎司議員。 

○１０番（井上慎司） 

１０番、井上慎司です。 

これをもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（吉田敏郎） 

これで井上慎司議員の一般質問を終了といたします。 

暫時休憩といたします。再開を１３時３０分とします。 

午前１１時３５分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 

午後１時３０分 

○議長（吉田敏郎） 
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引き続き一般質問を行います。 

９番、石田史行議員、どうぞ。 

○９番（石田史行） 

皆さん、こんにちは。９番、石田史行でございます。 

それでは、通告に従いまして、１項目質問させていただきたいと思います。  

特殊詐欺対策の現状と課題を問うということでございます。 

神奈川県警が、２０２１年に認知した特殊詐欺件数、これは１月末時点の暫定値

でありますけれども、これは前年比３１２件減の１，４６１件となり、２年連続で

減少し、被害総額は約８億３，２００万円減の約２５億５，９００万円となり、３

年連続で減少しており、全体の被害総額は減少傾向にあります。 

一方で、還付金名目のうその電話でＡＴＭを操作させて、いわゆる現金をだまし

取るという還付金詐欺の被害が急増しているということでございます。 

また、手口別の内訳では、親族などを騙って語る、いわゆる「おれおれ詐欺」は、

５２件増の４６６件、被害額にして１２億２，３００万と最多でありまして、これ

が被害件数の３割、そして、被害額の５割近くを占めているということでございま

す。 

なお、特殊詐欺の被害者の約９割は７０代以上の高齢者となってございます。  

そこで、以下の点について町の見解を伺いたいと思います。 

まず１点目、本町の特殊詐欺の被害額及び被害件数の推移（直近３年間）と分析

はどうなっていますでしょうか。そして２点目、本町の特殊詐欺対策の現状と課題、

これについて、御答弁をよろしくお願いしたいと思います。 

以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

石田委員の御質問にお答えします。 

それでは１つ目の、本町の特殊詐欺の被害額及び被害件数の推移と分析について、

お答えします。 

開成町の直近３年間の被害額及び被害件数は、令和元年度中が被害額約５００万

円。被害件数６件、年齢は７０歳代が４人、８０歳代が２人であり、手口別の内訳

では、被害件数６件の手口は全て「おれおれ詐欺」でありました。 

令和２年及び令和３年中の特殊詐欺被害はありませんでした。 

松田警察署管内の直近３年間の被害及び被害件数も減少傾向となっておりますが、

最近の手口の傾向は、改正後の被害手口と同様、「おれおれ詐欺」や架空請求詐欺

が多いとのことであります。 

幸いにも、開成町においては、令和２年以降、特殊詐欺被害に遭われた方はいま

せんが、最近の新聞報道で掲載された特殊詐欺の記事には、「おれおれ詐欺」以外

の令和３年中の県内の特徴として、新型コロナウイルス感染症の影響により、医療
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費の払い戻しがあるといった「還付金詐欺」が急増しており、今後は還付金詐欺に

移行しつつあると、神奈川県警は分析をしております。 

次に２つ目の、本町の特殊詐欺対策の現状と課題につきましては、現在、特殊詐

欺に関する周知、予防活動として、月１回、防犯指導員と車両によるパトロールを

実施し、その際、注意喚起放送を行っております。 

また、警察からの要請により、防災行政無線での注意喚起放送を行っているほか、

あんしんメール等での情報発信を行っているところであります。 

以前から実施している対策では、家庭の電話機に自動で警告メッセージを流す。

自動応答機能と通話を録音する自動録音機能がついた「防犯用電話自動応答録音ア

ダプタ」の貸出しによる未然防止対策に取り組んでおります。 

このように警察等と連携した予防活動や啓発に努めておりますが、還付金詐欺の

ように、犯行手口の巧妙化・多様化が進んでいる現状があります。 

なお特殊詐欺被害に遭いやすい方の特徴や傾向を、松田警察署生活安全課に確認

したところ、７０歳以上の女性、特殊詐欺への関心が低く自分は大丈夫だと思って

いる人、金融機関が営業している平日に被害に遭うケースが多い傾向であるとのこ

とでありました。 

開成町においても、高齢者人口の割合が増えていく中で、特殊詐欺の被害の未然

防止に向け、被害に遭いやすい高齢者だけではなく、その家族等への働きかけも重

要であり、今後に向けた課題であると考えております。 

今後も警察や関係機関と連携した予防・啓発活動を中心に、高齢者の子供や孫世

代も含めた幅広い世代に対して、日常的に家族間で連絡を密にするなど、より効果

的な啓発活動の取組を推進し、町民の大切な資産を守るため、特殊詐欺被害の未然

防止に努めてまいります。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

９番、石田議員。 

○９番（石田史行） 

９番、石田史行でございます。 

ただいま町長のほうから一定の御答弁いただきましたけれども、再質問をさせて

いただきたいと思っております。 

本町の被害の推移と分析というものを詳細にお示しいただきました。令和元年度

には、かなり多い被害があったわけですけども、幸いにも令和２年、令和３年とも

被害に遭われた方いないということで、これはこれで一定評価をさせていただきた

いと思いますけれども、問題は、やはりこの被害というものを、ゼロでありますけ

ども、これを維持していくことが非常に大切であると私は考えております。  

そこでちょっと伺いたいんですけれども、実際には、被害に遭われた方はいない

ということでありますが、可能でありましたら、いわゆる未遂ですね。未遂の件数

というものを把握されているのであれば、お示しをいただきたいと思います。 
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○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それではお答えしたいと思います。うちのほうで、先ほど町長答弁にもあったよ

うに、未遂に終わった前兆電話とかがあった場合には、防災行政無線ですと、防災

安全課でもあった場合には、防災行政無線ですとか防災安全課で管理しているあん

しんメール等を通じて注意喚起の啓発を行っているところでございます。 

具体的な詳細今かの未遂件数というのは、把握はしていないのですが、参考まで

に令和３年度にあんしんメール等で警察からの情報提供で、注意喚起のメッセージ

を送った件数は２件でございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

９番、石田議員。 

○９番（石田史行） 

未遂の件数というものを、非常に私、大事ではないのかなというふうに思ってお

ります。この辺も、今後、この対策を考えるに当たって、実際に、幸いにも未遂に

終わったというところの件数も、警察のほうにお願いして数字を出していただくよ

うに、それを前提にやはり考えていかなきゃいけない。 

表向きゼロであっても、例えば泣き寝入りする方もおられるというふうに聞いて

おりますので、その辺も含めてやはり実態把握というものをしっかりとお願いした

いと思います。 

本町の特殊詐欺対策の現状について、いろいろ一定程度やられていることは分か

りました。理解いたします。 

この特殊詐欺の多くは、いわゆる固定電話にかかってくると言われております。

ですから、その固定電話への対策というものが非常に私は大事であるというふうに

思いますけれども、先ほどの町長の御答弁の中で、この「防犯用電話自動応答録音

アダプタ」というものを貸出しされているということでございますけども、これま

さに固定電話対策だと思いますが、これをいつからやられていて、何台あって、そ

して何台貸出しをしているのかということ。そして、その成果といいますか、利用

者の声も含めて、ちょっと詳細にお示しをいただきたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それではお答えしたいと思います。 

アダプタについてはですね、もう少しちょっと詳細に言うと、自動メッセージと

自動録音機能がついたものでありまして、電話が鳴ると自動で「この電話の通話内

容は防犯のため録音されています。あらかじめ御了承ください」といったメッセー

ジがまず流れます。その後、会話を自動録音する機能がついたアダプタでございま
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して、この機能を平成２９年度から行っております。台数としましては、１０台ほ

ど町で持っていまして、そのうち現在３台貸し出している状況でございます。  

直近の昨年９月に、町内の一人暮らしの９０歳代の女性の方がお借りになりまし

た。その方にここで半年ほどたちますので、先日聞いてみたところ、設置後につい

ては、一度も特殊詐欺と思われる怪しい電話はかかってきていないということであ

ります。自動メッセージ機能がついているため、非常に安心感があるといった、こ

ういったお話をいただいているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

９番、石田議員。 

○９番（石田史行） 

現状の固定電話対策ということで、３台ということでございまして、利用者の声

もちょっと聞いていただきましてありがとうございました。 

平成２９年度からやっているということで、これはこれで意味のあることかなと

思うのですけども、かれこれもう数年たっておりまして、実際、私からこのアダプ

タというものを、実物を見せていただきました。非常にシンプルな形で、固定電話

にただつなぐだけですぐ使えるようになるわけでございますけども、非常にシンプ

ルでいいのですけれども、何か非常にアナログ感あふれる感じの機械でありまして、

ちょっと１つ私の方から御紹介をさせていただきたいのですけども、最近、いわゆ

る新しい型の自動通話録音機というものが出ているようでございまして、特に東京

都の品川区さんが最近、昨年から始めているのですが、いわゆる特殊詐欺を防ぐた

めに、この録音機というのは、いわゆるＡＩを使うのです、ＡＩ。この録音機を電

話の着信のために通話を録音しまして、この録音データと本データというものは、

このインターネットを通じてクラウドサーバーに転送されまして、相手の電話が特

殊詐欺かどうかをＡＩが解析するということです。これのいいところは、特殊詐欺

を疑われる場合は、御本人はもちろんですけれども、御家族の方、そして、その区

の担当部署に事前登録したところに、人に、犯罪の恐れがあるため確認してくださ

いという注意喚起のメールが自動で送られるということでございます。 

取付工事の費用は区が負担して、月額費用は４４４円、利用者が負担するという

ことで、区内の警察とＮＴＴが連携して、昨年８月から試験導入しているというこ

とで、こういった新しい取組をブラッシュアップしていくっていうことも、ひとつ

これから今後の課題として、選択肢の１つとしてぜひ考えていただきたいと思いま

すが、現時点での町のお考えをお示しいただきたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それではただいまの質問にお答えしたいと思います。品川区のそういった特殊詐

欺対策として、ＡＩを活用したというような形の中で、内容的には私も見させてい
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ただきました。大変最新のもので、現在の時代に合ったもので、今後はこういった

ものがやはり主流になってくるのかなというふうに感じているところでございます。 

ただ、先ほども言ったとおり、現在３台というような形で年１回ほど募集等をか

けながらやっているのですけれども、まだ１０台、７台ほどこちらのほうのアダプ

タのほうの在庫としてある状況ですので、まずはそちらのほうを使ってもらうよう

な形で町民の方に周知・啓発をしながらやっていければというところで考えている

ところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

９番、石田議員。 

○９番（石田史行） 

今あるものを、コストをかけて導入したわけですから、利用していかなければい

けないと思いますけれども、周知不足もあるのかもしれませんけれども、どうなの

でしょう。私その辺ちょっと裏は取れていませんが、その機器自体が、若干古いの

かなあということがあります。感じました。 

実際、これはテレビでも取り上げられたので御存じかと思いますけども、ちょう

どこの試験的に昨年、品川区が試験導入をした結果、今年の１月の事件なのですけ

ども、実際に、東京都品川区の８０代の女性から、いわゆる現金をだまし取ろうと

した少年を詐欺未遂容疑で逮捕したということなのです。 

内容を見てみると、この少年は、女性の甥を装って電話をかけたのですが、女性

宅にいわゆるこの品川区が用意したアダプタというものが設置されておりまして、

このＡＩが不審な電話を探知して、そして区役所のほうに、すぐ連絡がいったとい

うことで、無事、受け子の少年を逮捕して、未然に防いだということで、結構全国

的にも大々的に報道されました。 

こういったことも、これは最先端かもしれませんけれども、この品川区の試験的

な取組を見ながら、品川区が今、非常に詐欺被害が深刻になっているということも

あるかもしれませんけれども、ぜひこれも調査・研究をしていただきたいなと思い

ますけども、再度、御答弁いただきたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それでは、お答えしたいと思います。 

先ほど、利用者からの声にもちょっとお答えさせていただいたのですけれども、

実際、最近使っている利用者の方も、それまではそういった特殊詐欺と思われる怪

しい電話が何回かあって、昨年９月からうちのほうで無料で貸しているアダプタを

設置したと。その後、一度も怪しいと思われる電話かかってきていないということ

は、やはり会話を録音されるというのが、一番犯人としては嫌なことではないのか

なというふうに感じています。そういう意味では、電話が鳴ったら自動で録音しま
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すよというようなメッセージがあるだけでも、まずは違うのかなというふうに考え

ておりますので、参考にはさせていただきたいと思いますが、繰り返しになります

が、今あるものをまず有効に、まずは町民の利用が必要としている方に貸付をして

いければというふうに考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

９番、石田議員。 

○９番（石田史行） 

あくまで今日私の１つの情報として、提案として、先進事例として御紹介させて

いただきました。 

今は被害がなくても、将来、被害が発生する可能性というのは十分ありますので、

やはりこれは常にこの対策の在り方を見直ししていくと、検証していくということ

が私は大事かと思いますので、その際の１つの材料として、これをぜひ受け止めて

いただきたいなと思うところでございます。 

こういう機械をつけなくても、そもそも対策の１つとして、これは神奈川県警さ

んも常に言っておられますし、テレビでも、番組でもよく取り上げられますけれど

も、要は留守電モードにしておくと、我が家も留守電モードに常にしているのです

けれども、やはりそれだけでも、かなり撃退できるのではないかなと思いますので、

その辺の周知といいますか、そういったところを力を入れていただきたいと思いま

すが、御見解を伺いたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それではお答えします。 

私も実は松田署のほうから聞いて、今、議員が言われてるとおり、留守番電話の

常時設定というのは、特殊詐欺対策に非常に有効であるといったようなお話を実は

伺いました。これはすぐにでもできる対策の一つでありますので、そういった留守

番電話の常時設定というのは、広報ですとか、町のホームページに掲載したいと考

えています。 

また、広報やホームページだけでなく、ここ２年、コロナ禍で実施はしていない

のですけれども、毎年、防犯キャンペーンというのもやっておりますので、そうい

ったキャンペーンでの機会を捉えてですとか、消費者の会ですとか、町のゆめクラ

ブ開成、老人クラブ連合会、そういった方々にも、こういったような設定をしてお

くと事前に被害未然が図られるんだよというような啓発は、あらゆる機会を通じて

行っていきたい、このように考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

９番、石田議員。 
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○９番（石田史行） 

９番、石田史行です。ありがとうございます。 

警察と、そして関係機関と連携した予防と啓発活動、これがまさに基本ですけれ

ども、これを強化していかなければいけないのかなと思います。まさに特殊詐欺被

害ゼロというものを、しっかりとこの開成町が維持していくということが、私は繰

り返しになりますが、大切であると思いますので、最初の町長の答弁からも、高齢

者だけではなくて、その家族への働きかけ、これも重要であるということでござい

ました。まさにおっしゃるとおりであると思いますけれども、では、具体的に、例

えば一緒に暮らしているならば、一緒にこの防犯意識を高めることは可能かと思う

のですけど、例えば、御家族の方が遠方に住んでいるというようなこともあり、一

人暮らしの方もいらっしゃると思うので、そういう意味で、なかなか家族への働き

かけと簡単におっしゃられましたけど、なかなか難しい課題かなと思うのですが何

か具体的にイメージをお持ちになっていれば、ちょっとお示しをいただければなあ

と思います。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それではお答えしたいと思います。 

ちょっとお答えになるかどうか分からないのですけれども、午前中の消防団の質

問の中でも、消防庁のほうで、著名人を使って消防団募集の動画配信を無料でと、

フリーでというような話があったのですが、同じようにちょっと私も調べてみたと

ころ、警察庁のホームページに、特殊詐欺対策のページがありまして、その中に同

様に特殊詐欺対策としてダウンロードできる広報啓発用の動画ですとか、ポスター

画像というのがあります。これはフリーでというような形があるので、これはぜひ、

今回の特殊詐欺についても活用したいなというふうに考えております。 

町のホームページで掲載するとともに、先ほども言いました、あんしんメールで

すとか、町のＬＩＮＥ公式アカウント、これは登録者も２，５００人以上いますの

で、結構な数いますので、そこからメッセージを発信して、町のホームページを誘

導すると、そういったような取組も１つの取組として、若い世代も含めた中の啓発

としては有効ではないのかなというふうに考えていますので、こういった取組はす

ぐにできますので、やっていきたいなというふうに考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

９番、石田議員。 

○９番（石田史行） 

なかなか家族への働きかけというのは難しいかと思いますけれども、やはりこの

地道な啓発活動、これは多分大変大事だと思いますので、やっていただきたい。効

果的な啓発活動の取組を推進するというふうに町長おっしゃいましたけども、例え
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ば、私もちょっと知り合いに、実際に詐欺の被害に遭いませんでしたけども、役場

の職員を騙る電話がかかってきたとか、そういう身近な方の事例というものが、ち

ょこちょこ聞くのです。それはすごくリアリティがありまして、そういう意味で、

未遂事例も含めて、うちの町だけではなくて、松田警察署管の１市５町の、いわゆ

る未遂事例も含めて、こういう事例ですね。その事例というものをちょっと集めて

いただいて、そしてそれを例えば、今、コロナ禍だからちょっと厳しいかもしれま

せんけれども、そういう動画と併せて紹介していくということが非常に重要なのか

なと思いますけども、そういった取組は考えておられますでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

それではお答えしたいと思います。 

動画だけではなくて、ホームページと、あらゆるＳＮＳ等を使って、そういった

ような手口の紹介等も掲示しながら啓発に努めていきたいと思います。 

あと先ほどの警察庁のホームページの動画ですと、全部で８作品がありまして、

大体１本が３０秒程度のものなのですけれども、例えば、１つのタイトルとしまし

ては、「今こそ家族のきずなで詐欺と闘いましょう」といった動画ですとか、還付

金詐欺ですとか、各請求詐欺といった手口を紹介する動画、そういったものも入っ

たりとか、ポスターなんかですと、タイトルとして、「家族のきずなで勝つストッ

プ、オレオレ詐欺」こういったようなタイトルがついたポスターなんかもあります

ので、こういったものを有効的に活用しながら、啓発に努めていきたいというふう

に考えております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

９番、石田議員。 

○９番（石田史行） 

積極的に前向きに進めていただきたいなと思います。紙に、冊子にするという、

そういうのも、今はもうそういう時代ではないですから、私の知り合いの高齢者で

も、結構動画が好きで、結構電話料金ががーんと請求きて、結構びびったりしてい

る方もいるのですけれども、結構高齢者の方でも、最近、動画を見られる方が増え

てきていますので、そういったものを、そういう老人会の会合ですとか、そういっ

たもので通じて、それを流すというだけで、いろいろなものが節約になりますし、

やはり目で訴えるというか、視覚で見てもらうのが一番いいでしょうから、やはり

そういったところをダイレクトに、高齢者のところに届けるというところを一層や

っていただきたいなと思いますが、再度、御説明いただけたらなと思います。  

やっていただければ、当然そういう方向でやっていただけるかなと思うのですけ

ども、お願いしたいと思います。 

○議長（吉田敏郎） 
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防災安全課長。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

今のお話、参考にさせていただき、ぜひ実践でやっていきたいなと考えておりま

す。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

９番、石田議員。 

○９番（石田史行） 

コロナ禍ということで、一般質問の時間も短めにと思って、今回は特殊詐欺対策

１本で絞りました。 

繰り返しになりますけれども、結構、未遂の件数も含めて、結構、たまたまうち

の町がなかった。実際に被害がなかったというだけの話でありまして、これは氷山

の一角だと思いますので、ここは危機感を持って、特殊詐欺の被害額ゼロという、

これを開成町として維持していくためにも、いろいろな、これからかなと何となく

感じがしますので、その辺対策を強化していただきたいと思いますが、時間もまだ

残っているのですけども、それをお願いしまして、私の質問は終わらせていただき

ます。 

ありがとうございました。 

○議長（吉田敏郎） 

これで石田史行議員の一般質問を終了といたします。 

暫時休憩いたします。再開を１４時１５分します。 

午後２時００分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 

午後２時１５分 

○議長（吉田敏郎） 

引き続き一般質問を行います。 

１１番、湯川洋治議員どうぞ。 

○１１番（湯川洋治） 

１１番議員、湯川洋治でございます。通告に従いまして、２項目の質問をさせて

いただきます。 

１項目め、サイクリングコースの安全対策を問う。 

令和２年度神奈川県から移管されたサイクリングコースは、通勤、通学、ウオー

キングやランニング、犬の散歩など様々な方が利用しております。 

団塊の世代の方が、後期高齢者となり、ますます健康志向が高まり増加傾向にあ

ります。松並木があり、箱根連山や日本一の富士山を眺めたり、清流酒匂川を見な

がらの利用は最高の場所でございます。 

しかしながら、コースそのものが狭く、自転車と歩行者の接触事故が起こりかね
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ないという状況にございます。 

自転車に接触された歩行者がなぜか怒鳴られるといった事例もあります。  

サイクリングコースの全ての利用者には、一定のルールを設けるべきと考えます。

基本的には、歩行者最優先でありますから、自転車の利用者やウオーキング、ラン

ニングの利用者も左側通行とするなど、基本的なルールづくりが必要だと思います。 

また、自動車のサイクリングコースの利用は、日の出から日没までと聞いており

ますが、果たして利用者はどの程度理解しているでしょうか。広報等で周知する必

要がございます。 

移管後は、サイクリングコースの草刈り作業が生じ、今後とも経費はかかり続け

ます。事故等を防ぐため、この草刈り業務の幅を舗装し、安全対策として、サイク

リングコースを拡幅すべきと考えますが、町の見解をお願いいたします。  

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

湯川議員の御質問にお答えをいたします。 

昭和４４年、神奈川県は青少年サイクリングを通じて、自然に親しみながら、体

力の増進を図るため、酒匂川沿いにサイクリングコースを設置し、無料の自転車の

貸出も実施しておりました。その後、社会の変化により、青少年に限らない一般市

民や市街化の進展による生活道路化が進み、貸出自転車の利用も著しく減少をいた

しました。そこで県は、平成７年３月、名称を酒匂川青少年サイクリングコースか

ら、酒匂川サイクリングコースに変更をいたしました。その後、町は令和２年４月

に移管を受けたところであります。 

事故等を防ぐための安全対策ということですが、サイクリングコースは、車両通

行禁止の交通規制が掛けられた道路であります。 

道路は通常、歩行者は右側通行。自転車は左側通行が基本的な考えです。 

しかしながら、歩行者保護の観点から、自転車利用者に対して、歩行者注意、ゆ

っくり走行等の注意喚起の看板の設置により、安全管理に努めているところであり

ます。 

歩行者については、右側歩行や複数人で道幅いっぱいに広がって歩かない等の歩

行マナーの啓発も行っていきたいと思います。 

また、利用者に向けてサイクリングコースは、自転車専用道路でも、歩行者専用

道でもなく、共用道路であること、そして利用時間が、日の出から日没までとなっ

ていることを併せて周知、啓発のため、定期的な広報に努めてまいります。 

サイクリングコースの３メートルへの拡幅については、移管協議が進められる中、

町から要望した経緯はございますが、県は物理的に難しいと回答しております。コ

ース脇の松並木の植生からなる、維持管理やコース全体にわたり、天板の広さの確

保が困難ということが理由でありました。このことから、サイクリングコースの拡

幅は難しいと考えております。 



－５０－ 

今後も、交通ルールを守った安全な利用の推進に努めております。  

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

それでは順次、再質問させていただきます。 

私が、この質問を考えたのは、とにかく毎日私ウオーキングをしていまして、と

にかくサイクリングコースそのものが狭いと。歩行者と自転車の接触事故を懸念し

たから、こういう質問を考えたのですけども、歩行者は右側通行、自転車は左側通

行、基本的な考えと答弁いただきましたけれども、通常の道路であれば、当然のこ

と、そういうルールなのでしょうけれども、この狭いサイクリングコースでは、自

転車と歩行者の接触事故を防ぐための、同方向で左側を通行するというのが一番安

全対策だと私思っているのです。 

これを２メートルの狭い幅の中で、自転車は左、歩行者が右と区分けした場合、

自転車と歩行者が鉢合わせをする。そんな危険性があると思うのですね。両方とも

が左側通行することが一番安全対策だと思うのですけれども、それについて町の考

え方を教えてください。 

○議長（吉田敏郎） 

教育委員会事務局参事。 

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一） 

では湯川議員の質問にお答えさせていただきます。 

議員おっしゃるとおり、２メートル幅の中で、自転車と歩行者が共存しながら利

用しているという状況で、御提案の全てが左側通行にすれば安全が確保できるんじ

ゃないかというお話ですが、やはり交通規制、道路交通法に適用しているために、

では、危ないから、歩行者は左側通行にしましょうということは言えませんので、

そこは看板なり、注意喚起をして、議員が最初の質問でいただいたとおり、歩行者

の優先が一番ということで、自転車の利用の方は歩行者がいたら注意をして抜かし

ていくなりというようなことで、啓発させていただきたいと考えてございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

参事の今、答弁をいただいたのは、十分承知するのですけども、いわゆる酒匂川

のサイクリングコースと同じようなコースをインターネットでちょっと検索してみ

たのですね。そうしたら、千葉県の１件、同じようなサイクリングコースがあって、

そこの市では、今、私が申し上げました、全部左側通行というルールを設けて、自

転車のルールを決めたり、歩行者のルールを決めたりしたルールづくりをして、ネ

ットに載せているんです。だからこれは幅を見たら同じような幅なのですね。だか
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ら、こういうところもあるのだなと思って、こういうふうにしたらいいだろうとい

うふうな形で質問しているのですけれども、実際には、本町の開成町だけのサイク

リングコースではございませんので、いろいろな市との関係もありますので、一概

には言えないと思うのですけども、やはり自分が歩いていて、なおかつその感じた

ことを、そのまま申し上げいますので、そういうふうに何かしていただきたいとい

う願望を持って質問しております。 

現状の堤防の天板は、広いところは五、六メートルあるのですね。狭いところも

ありますけれども、五、六メートルのうちの２メートルがサイクリングコースです

ので、これ移管のときに、そういう話が、３メートルというような話があったそう

ですけれども、いわゆる松並木の植生やコース全体にわたり天板の広さの確保が困

難という答弁なのですけれども、私は広いところからでも、開成町だけでもやって

ほしい。やはりどうしても狭いです。 

今のところは神奈川県で草刈り作業をしていますね。堤防そのものは天板が広く

感じますけれども、これ時期になってきますと、草がどんどん生えてきて、いわゆ

るその２メートルの幅がぎりぎりなのですね。そのために５０センチ、５０センチ

の草刈り業務をして、町が負担しているわけですけれども、それにしても、夏場は

相当狭く感じますので、そういうことを防ぐためにも、もしどうしても舗装の部分

の拡張が無理だと言うのであれば、例えば１つの案として、センターラインを引く、

矢印をつける、そういう考え方は持っておりますでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

教育委員会事務局参事。 

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一） 

湯川議員の質問にお答えさせていただきます。 

確かに全長が全て２メートル幅ということではないということは理解しています。 

また九十間土手というか、水辺のサッカー場の横辺りから榎下浄水場辺りまで行

く部分については両幅も極端に狭いところ、あるいは金井島付近でいきますと、管

理用道路並走していて、広げるにも広げられないエリア、あるいは湯川議員の御自

宅の辺にいると、松並木がずっとあるというような状況。 

おっしゃったとおり、南足柄市と小田原市と２市１町で管理で移管を受けたわけ

ですけれども、先にも述べましたとおり、町としても本当は３メートルぐらいに広

げてほしいという要望をしたところですが、県の見解としては、それはできないと

いう回答でしたが、それに対して、センターラインをつける、矢印をつけるという

のは、ちょっとセンターラインはちょっとなかなか難しいことだと思います。矢印

については、できることであれば要望をして、あるいはこちらでつけていいのかと

いうようなお話を伺って、許可が得られるようであれば、参考にさせていただいて、

前向きに検討したいとは思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 
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１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

ぜひ、いずれかの矢印のセンターライン等も、できる限りのことを検討していた

だきたいと思います。 

サイクリングコースとなっておりますけれども、あくまで歩行者が優先なのです

けれども、中には、サイクリングコースだからといって、自動車が優先と考えてい

る方もいるかも知れないのですけれども、一番危険なのは、自転車に速度制限がな

いですよね。ですから、まるで自分が競輪選手のような人もいるのです。これは歩

いていて、どきっとするときもあるのですよ。自転車というのは、音もなく近づい

てきますので、同じ方向に進んでいると本当に危険ですね。 

結構高齢者の方もウオーキングしているのですけれども、私は、自分が高齢者に

入っていますので、真っすぐ歩いているつもりだけれども、やはり斜めに行ってし

まったりするケースはたまにあります。そのときに後ろから自転車が来た場合には、

完全にこれは接触するのです。なぜ接触するかっていうのは、やはり自転車のマナ

ーが悪過ぎるんです。やはり、追い抜くときには、自転車が通りますよとか、ベル

を鳴らすとか、声かけとか、そういう周知を、自転車の人がしてくれないのですよ。

黙ってすっと行くから、やはり危ないのです。その辺は、啓発活動もするというふ

うになっていますけれども、サイクリングコースを見ていると、看板がすごく小さ

いのです。要するに、そこにぽつんと小さな３０センチぐらいの幅の注意書きがあ

るだけで、本当にみんなに周知されているのかなというふうに思うときもあります。 

その辺は、周知対策というのは、もう一度参事のほうからお願いできますか。 

○議長（吉田敏郎） 

教育委員会事務局参事。 

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一） 

今、御指摘のとおり看板が目立たないということであれば、周知喚起用の啓発用

の、手作りのものなりますけれども、その辺は周知していきたいと考えています。  

自転車のマナーが悪いということでございますが、自転車が通るたびに、ずっと

警笛鳴らしていくというわけにもいかないと思いますので、その辺はやはり歩行者

を見かけたらスピードを落とすとか、その辺の注意喚起はしていきたいと考えてい

ます。 

また、サイクリングコースという名称だから、勝手にサイクリング専用道路であ

るみたいな主張をされる方がいたりするので、その辺の広報的な、これは歩行者も

自転車も使う道路だよというようなことはＰＲしていきたいと思います。  

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

もう１点ちょっと伺いたいんですけれども、いわゆる利用が、日の出から日没ま
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でというふうに、県から引き継ぐときにそうなっていると思うのですけれども、い

わゆるこれは、歩行者も自転車も、この利用は日の出から日没までなのですか。 

○議長（吉田敏郎） 

教育委員会事務局参事。 

○教育委員会事務局参事（遠藤孝一） 

酒匂川サイクリングコースの利用時間は、パンフレット等に書いてございますが、

そもそもその利用の時間は日の出から日没までで、歩行者も該当します。  

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

私も反省をしようと思っています。いわゆる私５時から、５時に起きて、日の出

前から歩いているのですよ。これは本当は歩いてはいけないのですね。分かりまし

た。 

このサイクリングコースは、町民にとって、本当に憩いの場でありますので、こ

れからも安心・安全なコースであってほしいと期待しまして、質問を終わります。 

○議長（吉田敏郎） 

何かございますか。 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

御質問のほう、終わってしまったのですが、すみません。私から一言。  

私もサイクリングコース大好きなものですから、開成町の自慢な場所、ルートだ

というふうに思っています。いかんせん、道交法の縛りを受けていると。ここがか

なり大きなところかなと思っております。 

私も、すごく利用者なものですから、両脇５０センチは、私よく散歩で歩くよう

にしています。ひざにやわらかい、ひざに優しいというような思いでやっています

けれども、すみません。何も答弁になっていませんが、これからも管理に務めたい

と思っております。ぜひ利用してください。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

湯川議員、質問はありますか。 

○１１番（湯川洋治） 

終わりです。 

○議長（吉田敏郎） 

結構ですか。 

○１１番（湯川洋治） 

続きまして、２項目め、ごみ処理広域化の現状状況と今後の展望について質問い

たします。 
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本町は、平成３年４月に一般廃棄物の共同処理を行う目的で、山北町と足柄西部

清掃組合を設立し、平成４年１０月に足柄西部環境センターの建設に着手、平成７

年７月から焼却施設として、粗大ごみ処理施設として本稼働しております。稼働か

ら２６年が経過し、施設の老朽化が進み、整備費用の増加の一途をたどっています。  

また神奈川県は、平成１０年に神奈川県ごみ処理広域化計画を策定し、県西地域

２市８町を１つのブロックとして位置づけております。 

このような状況を踏まえ、足柄上地区では、ごみ処理の効率化と、現有施設の老

朽化に対応するため、先んじて１市５町を枠組みとする「あしがら上地区資源循環

型処理施設整備準備室」を平成３１年４月に設立しました。 

その計画期間は令和２年度から１６年度までの１５年間としていますが、その検

討内容、進捗状況について伺います。 

よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

湯川議員の御質問にお答えします。 

まず、ごみ処理の広域化については、委員御案内のとおり、「あしがら上地区資

源循環型処理施設整備調整会議準備室」において、足柄上地区１市５町のごみ処理

広域化全体の検討を行っております。 

その検討内容としては、ごみの減量化、資源化の目標の設定や、足柄上地区内に

おける既存焼却施設の跡地利用の広域ごみ処理施設の建設に関し、調査検討を行っ

ております。 

令和２年度には、ごみ処理広域化の足柄上地区ごみ処理広域化に向けた基本方針

を策定をいたしました。 

足柄上地区のごみ処理広域化に向けた基本的な考え方や目指すべき指針を定める

ことを目的としております。 

この業務方針では、ＳＤＧｓの考え方に基づいた次世代のための持続可能な地域

社会の構築に資するごみ処理システムを目指すことを基本理念に置き、広域化によ

るごみ処理の考え方を示しております。 

具体的には、ごみの減量化・資源化に向けた計画、収集・運搬に向けた計画、中

間処理・最終処分計画、人口の将来予測、ごみ排出量及び処理量の将来予測、新可

燃ごみ処理施設の整備計画等となっております。 

足柄上ごみ処理広域化に係る概算事業費等を算出するとともに、処理方式は実施

主体等の検討を進め、国からの支援を受けるための地域計画の策定に取り組んでお

ります。 

焼却施設を集約後、既存の焼却施設の跡地活用についても、不燃・粗大ごみ処理

施設や資源化施設の整備を基本に検討を進めているところであります。 

以上です。 
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○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

それでは順次再質問させていただきます。 

まず、この施設の建設場所について伺います。場所そのものは、既に決まってい

るということでよろしいでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

建設候補地の関係でございますけれども、大変恐縮ですけれども、大変デリケー

トな問題でありますので、現段階においては公表することは差し控えさせていただ

きます。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

ただいまデリケートな問題ということで、公表はできないということなのですけ

れども、これは開成町に造るのであれば、開成町のここですよと、開成町の一員と

して言えるのですけれども、他町、他市に造る可能性がありますので、そこは私も

その辺で止めておきたいと思います。 

次に枠組みについてお伺いしますけれども、当初、２市８町の１つのブロックと

して位置づけされていたのですけれども、１市５町の枠組みで準備室が設置されて

います。これは確認なのですけれども、南足柄市、開成町、松田町、大井町、山北

町、中井町の１市５町でよろしいのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

構成町としては、議員おっしゃるとおりでございます。 

１点、ちょっと整理をさせていただきますけれども、経緯がございまして、最初

足柄上地区では、現有施設の老朽化の対応として、足柄上地区ごみ処理広域化に関

する協定書、こういったものを平成１４年の３月に結んでおります。その後、足柄

上地区資源循環型処理施設整備調整会議の中に、足柄上地区資源循環型処理施設整

備準備室を設置しまして、ごみ処理広域化に向けた検討を開始いたしました。民間

事業者による広域ごみ処理プロジェクトや、小田原市、南足柄市、中心市の在り方

に関する任意協議の開始に伴いまして、２度にわたりまして業務を縮小いたしまし

たが、足柄上地区でのごみ処理広域化推進の必要性が高まってきたことから、改め

て平成３１年４月に、足柄上地区１市５町を枠組みとする足柄上地区資源循環型処

理施設整備準備室を再開し、現在に至っているというような経過で、議員おっしゃ

られるとおり、この１市５町でこの枠組みでやっているという形でございます。 
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○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

ありがとうございました。細かく説明していただきまして、大分理解できました。  

次に、施設の建設時期についてちょっとお伺いしたいのですけれども、現行の山

北町の西部清掃組合の施設は、この４月で丸２７年となりますけれども、老朽化が

あって、１日でも早く新しい施設の完成と思いますけれども、計画期間が令和１６

年度ということでございますけども、建設時期についてはどのような考え方を持っ

ているのかちょっと御説明願います。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

こちらの計画でございますけれども、施設整備の基本計画の策定諸々については、

令和３年度から令和６年度にかけて、この今申し上げた施設整備基本計画の策定で

あったり、生活環境調査工事発注のための要求水準書作成、こういったことを予定

をしておりまして、令和７年度から建設工事を行うということで、これは先ほど議

員おっしゃられました、足柄上地区ごみ処理広域化に向けた基本方針の中で位置づ

けとして、こういうか計画で進めていこうという形で方針を定めているものでござ

います。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

令和７年ということで、時間が大体もう今、あれですから、１６年の間の７年と

いうことですから、順調にいっているところは、順調にいっているとは思うのです

けれども、できる限り早め早めにお願いしたいと思います。 

この施設の規模について伺いたいのですけども、今、西部清掃組合では、ごみ処

理の焼却能力というのですか、これは大体１日当たり５０トンというふうになって

いますけれども、新しい施設については、どの程度の規模なのか教えてくれますか。  

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

施設の規模でございますけれども、これただ今ちょっと申し上げました施設整備

基本計画、これを今後決定していくわけでございますけれども、この中には焼却施

設と、あと余熱利用をしていったらどうかといったところで、抱き合わせの施設を

考えるパターンと、焼却施設のみのパターンとございまして、そういったところを

いろいろ検証をして、よりよい形でやっていこうという検討を重ねております。 

１点気がかりなところが、国の方向性としては、焼却施設等余熱利用、そういっ

たところを一体化したものに対しては補助をしてこうといった縛りがございますの
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で、なるべく補助金を使いながら、よりよい施設ができることを検討しながら、現

在進めているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

今、部長のほうから補助金のお話が出たのですけれども、この施設を造るに当た

っての国の補助金というのは、どの程度か、分かる範囲で結構ですので。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

ただいま申し上げましたけれども、補助対象となるための経費が、まずいろいろ

細かく決まってございますので、仮に補助対象となっている経費の総額に対しまし

て、３分の１は国庫補助が適用されるというような内容となっているということで

ございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

３分の１補助ということで、了解しました。 

次に、費用負担について伺います。午前中の同僚議員の質問にもあったのですけ

ども、いわゆる本町では、住民の出すごみのルール、これが県西地域ではトップク

ラスにあるのだということで、ごみに対しては相当の神経を使って町としてやって

いるわけですね、町として。維持・管理についての費用負担なのですけれども、よ

く広域的なことであると、いわゆる均等割とか、人口割とか、そういう名前が出て

くるのですけれども、これだけ人口が伸びていますので、開成町は一生懸命人口を

伸ばして、開成町はごみを一生懸命少なく出そうとして努力をしているにもかかわ

らず、人口割ということは絶対ないですよね。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

負担の考え方でございますけれども、この考え方については人口割、均等割、あ

と処理量割、様々な観点ございますので、この辺はいろいろなケース、焼却炉の他

施設の状況であったりとか、一般的に広域行政でやった場合の分け方であったりと

か、そういったことが様々ございますので、それは今後順次決めていく内容であろ

うというふうに考えております。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

今、部長のほうから処理量割ですね。要するに申し込んだ分だけの割合で案分し
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ていこうということなのでしょうけれども、まずちょっと話は別になりますけれど

も、先ほど申しましたように、人口割というのは、消防の関係でも、そのようなこ

とが出ましたね。人口割というのはちょっとまずいのではないかと思いますので、

ここはしっかり頑張っていただきたいと思います。 

次に、運営組織についてちょっと伺いたいのですけれども、この施設ができたあ

かつきには、これは委託でやるのか、現行やっているような一部事務組合方式を取

るのかというのはどちらですか。 

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

議員御承知のとおり、こういった広域でやる場合は、事務委託方式と一部事務組

合、そういった方式がございますけれども、委託事務方式ですと、これは普通地方

公共団体の事務の一部の管理執行をほかの普通地方公共団体に委ねる制度。最近で

すと、小田原斎場、小田原市さんのほうに斎場事務のほうを委託しているといった

例がございますけれども、そういったもの。それと一部事務組合方式といたしまし

ては、地方公共団体がその自分の一部を共同して処理するために設ける特別地方公

共団体といった形で、これは現在の西部清掃も、こういった一部事務組合になって

ございますけれども、この２つが考えられるといったところでは、今年度の執行者

会議でも一部事務組合方式でいったほうがいいのではないかといったところまでは

決まってございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

分かりました。多分一部事務組合でいくと私も思っています。 

次に、最終処分場について伺いたいのですけれども、西部清掃組合での最終処分

場というのは、委託して長野県に持っていっているわけですけれども、この新たな

施設についての最終処分場というのは、これはどこの場所になるのですか。  

○議長（吉田敏郎） 

都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

議員御心配のとおり、最終処分場は一体どこになるのだろうと、最終的に。そう

いったところもございますけれども、現段階では、そういったところまでの議論は

到達しておりませんので、その手前の現在稼働している焼却施設であったりとか、

そういったところの跡地利用であったりとか、そういったところまでを、やはりみ

んなで考えていこうというところでございますので、最終的には最終処分場をどう

していこうかという議論にも至ると思いますけれども、現段階ではそこまでの話に

は至ってないというところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 
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１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

分かりました。私も質問いろいろ考えたのですけれども、大分時間はまだあるの

んですけれども、令和４年度のこの施設に対する会議の流れをちょっと説明してい

ただけますか。 

○議長（吉田敏郎） 

令和４年度までの、都市経済部長兼環境上下水道課長。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

令和４年度の広域で何をやっていこうかという部分の御質問だと思うのですけれ

ども。 

○議長（吉田敏郎） 

この事業は４年度でどういった。 

○都市経済部長兼環境上下水道課長（井上 新） 

すみません。失礼いたしました。 

令和４年度につきましては、現在広域で地域計画という計画を、１市５町でこう

いったまとまってこういったものをやっていきたいといった地域計画を現在検討し

てございますので、そちらのほうの計画を、より深度を深めていろいろと、という

ことでは、１市５町で同じ方向で考えているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

１１番、湯川議員。 

○１１番（湯川洋治） 

この施設の会議内容というのは、なかなか公表されないものですから、我々もよ

く分からないので、私、この一般質問でさせていただいたのですけれども、ある程

度情報提供を、今後随時、議会のほうに与えていただくと、非常にありがたいと思

います。ごみ処理施設については、全ての町民の社会的基盤であり、絶対に欠かせ

ないものでございますので、１日も早く、足柄上地区の資源型循環施設ができるこ

とを祈りまして、私の質問も終わります。 

○議長（吉田敏郎） 

これで湯川洋治議員の一般質問を終了といたします。 

暫時休憩といたします。再開を１５時５分といたします。 

午後２時４９分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 

午後３時０５分 

○議長（吉田敏郎） 

引き続き一般質問を行います。 

３番、武井正広議員、どうぞ。 

○３番（武井正広） 
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皆さん、こんにちは。本日最後の一般質問となります。３番議員、武井正広です。 

それでは、通告に従いまして、１つの質問をさせていただきます。 

本町の子育て環境の整備について。 

令和２年度の国勢調査によれば、本町の人口増加率７．７％は、県内で１位、全

国で１６位です。年少人口１４．８％も県内１位です。この結果は長年のまちづく

りの成果であり、喜ばしいことではありますが、最近では共働き家庭の増加や幼児

教育無償の影響があるのか、保育所の待機児童が発生しています。令和３年４月で

９名。保留児童は１９名です。 

第五次開成町総合計画の「未来を担う子どもたちを育むまち」の中では、待機児

童対策についての計画が示されていますが、早期に対策し、子育て環境を充実させ

る必要があると考えます。また、子育てするときに重要視される公園も、本町では

大小４６か所も設置されていますが、駐車場は遊具が設置され、子供も親も楽しめ

る公園が少ないとの声があります。今後も駅前通り線周辺地区土地区画整理事業な

どにより人口増加が見込まれ、それに対応し、安心して楽しく子育てができる環境

を整えることは、本町の今後のまちづくりにとっても極めて重要であると考え、次

のことを問います。１、町内における待機児童の現状とその対策は。２、放課後児

童クラブの５、６年生受け入れ検討の状況は。３、子育てで利用しやすい駐車場や

遊具を備えた質の高い公園づくりを目指す考えは。 

よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

武井議員の御質問にお答えをいたします。 

第五次開成町総合計画では、「いつまでも住み続けたいと思えるまちづくり」を

基本姿勢として、「未来を担う子どもたちを育むまち」の実現に向け、持続可能な

まちづくりを進める上で、高齢化が進む中でも子育て世代の方々に移り住んでいた

だけるように、子育て支援や教育環境の充実に注力をしております。 

この計画を目標に、令和２年度から令和６年度までを計画期間とする「第二期開

成町子ども・子育て支援事業計画」を、人口推計、現状分析やアンケート調査等を

基礎資料として策定し、保育所や放課後児童クラブをはじめとする子育て支援体制

の総合的な整備に努めております。 

それでは順次お答えをいたします。 

１つ目の町内における待機児童の現状とその対策は、についてお答えをいたしま

す。 

開成町では、これまで保育所入所希望者の増加に伴い、町内にある保育所の定員

拡大や近隣市町との広域調整などにより、待機児童対策をしてきました。 

開成町の保育所待機児童数は、平成２９年度に南地区に１園新設したことで、平

成３０年度には待機児童はいませんでしたが、平成３１年からは毎年１桁台の待機
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児童が発生をしております。特に開成南小学校周辺のみなみ地区の保育ニーズが高

まったことが要因と考えられます。 

そのため、第二期開成町子ども・子育て支援事業計画期間である令和２年度から

令和６年度において、小規模保育事業所の新規開設や認可保育所の新設を念頭に定

員を順次増やしていく計画をしておりましたが、早期に待機児童を解消するため、

令和４年４月に、既存保育園の定員を５６名増やす方針で増築工事を進めていると

ころであります。 

これにより、令和３年４月に９名あった待機児童は、令和４年４月はいない見込

みであります。 

２つ目の放課後児童クラブの５、６年生受け入れ検討の状況についてお答えをい

たします。 

児童クラブは、児童の保護者等が就労等により、昼間家庭にいない小学校に就学

している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全

な育成を図るための事業であります。 

開成町の実施状況でありますが、開成小学校区は、既存の民間施設、及び開成小

学校内で合計１２０名の定員で実施をしております。 

開成南小学校区は、南部コミュニティセンターと、開成南小学校内合計８０名定

員として実施をしております。受入体制は小学校４年生までとしているところであ

ります。 

放課後児童クラブの利用人数は、令和３年度２２５名、令和４年に２３１名、保

育園同様、年々増加傾向にあります。 

第二期開成町子ども・子育て支援事業計画内に、定員を４０名増の計画となって

おり、令和４年７月に開成南小学校敷地内に学童保育施設の開設を予定しておりま

す。 

令和４年度においては、現在のところ、開成小学校区は定員１２０名に対して、

１０４名、開成南小学校区は定員１２０名に対して、１２５名の利用申請が来てい

ます。定員を超えて柔軟な受入れを行っているため、待機児童は発生しない見込み

であります。 

第二期開成町子ども・子育て支援事業計画では、５、６年生の受入れについて、

段階的に検討するとしております。しかし、利用規模人数が見込みより多いことや、

開成南小学校区については、今まで２か所で実施をしていた放課後児童クラブを令

和４年７月から新設、施設１か所での運用を開始するため、現時点においては、高

学年の受入れは難しい状況にあると考えております。 

最後に３つ目の子育てで利用しやすい駐車場や遊具を備えた質の高い公園づくり

を目指す考えは、についてお答えをいたします。 

開成町では、自然と調和した潤いのある都市環境を形成し、利便性や快適性の高

いまちづくりを進めるため、町民の憩いの場となる公園の維持・整備を進めており

ます。 
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公園は、目的や用途等により様々な種類があり、その目的等に沿って面積的な規

模、周辺環境に合わせて整備を進めてきましたが、現在、町内各所に大小４６か所

の公園があり、大型の遊具や水遊びができる親水水路など、それぞれ特徴を持って

いるところがあります。 

御質問の公園の駐車場について、町外から広域の利用がある開成水辺スポーツ公

園や、目的に防災が含まれる、中家村公園等に整備をしておりますが、これ以外の

開成駅前公園や、南中央公園などは、公園の近隣に居住する方の利用を想定してお

り、駐車場の整備はしておりません。また現在のところ、新たに整備する計画もあ

りません。 

次に、遊具については、町内の２０か所に基本的なブランコや滑り台のほか、大

型の複合遊具、スプリング式の遊具など７１基を設置しており、砂場も７か所に設

置をしております。 

遊具は、町内各所の公園に設置しており、各公園の魅力について、町ホームペー

ジ等による情報発信を図ることで、利用者のニーズに対する一定のマッチングは果

たせると考えており、現在のところ、新たに遊具等を整備する計画はございません。  

公園は地域のものであり、子供から老人まで気軽に立ち寄り、安心して運動、散

歩団らんや休息など、誰もが楽しめる場所として、今後も利用の増加を図っていく

ため、安全・安心な維持管理を行ってまいります。 

以上です。よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

３番、武井です。一定の答弁をいただきました。 

それでは、再質問をさせていただきます。 

待機児童対策と放課後児童クラブの高学年受入れについて、今の答弁を伺うと、

非常に場当たり的な対応で理解しにくいところがあります。 

まずは待機児童の現状とその対策についてです。先ほどの答弁では、小規模保育

事業所の新規開設や認可保育所の新設を念頭に、定員を順次増やしていく計画とし

ていたが、早期に待機児童を解消するため、令和４年４月に既存保育園の定員を５

６名増やす方針で増築工事を進めているということです。 

町は、第五次総合計画や、第二期子ども・子育て支援計画において、令和３年４

月に小規模保育施設の新設を目指し、令和５年４月に新設こども園もしくは保育所

の新設を目指すとあったはずです。 

計画どおり令和３年に定員２０人以下の小規模保育事業所を新設し、令和５年に

計画どおりにこども園もしくは保育園を新設すれば当面の待機児童対策ができたの

ではないでしょうか。いかがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 



－６３－ 

○町長（府川裕一） 

確かに基本計画の中では、そのような形で考えてはいたのです。駅前通り線の事

業を着手したということの中で、将来的に開成町の人口をさらに今から１０年先ま

で増やしていく、その中にさらにその内訳として、お子さんたちがいる若い世代に

移り住んでもらえるようにしていくということの中で、保育所はこれからさらに足

りなくなる。現実的には今も目先のこととして待機児童が出ているという現実があ

って、そういった中で、計画より現実に即したことをまずやっていくことが大事な

のかなという中で、既存の保育園が５６人、先ほどお話しましたけど、増設すると

いうことを決断していただいた中で、それが一番早く待機児童解消するということ

になりましたので、そのような方向に方針変換をして、今現実的には、今年の４月

から待機児童がゼロになるという見込みに今なっております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

計画はあったけれども変更して、とりあえず対応したということですけれども、

それでしたら行政における計画とは何なのでしょう。 

今回このことに関しては、町の最上位の総合計画、そして子ども・子育て支援の

基本となる子ども・子育て支援計画において、しっかり先ほど私が述べたことが明

示されております。この具体策が今回全く行われないで、こういった形になったと

いうのは何なのですか。このような施設を新設するためには、補助金の申請なども

考えて年単位の時間がかかると思います。行政における計画とは何なのでしょうか。

今このいる場所、庁舎建設は全て計画どおり進んだと考えておるのですが、町長い

かがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

今、最後の庁舎建設が全て順調に進んだという話がありましたけど、なかなかそ

ういう現実的な話ではないと私は思っています。 

まず、計画をつくる段階で、つくるまでの準備があるわけです。その計画をつく

るのに、いろいろな調査をしたり、町民説明会をしたり、庁舎の今、話をしていま

すけれども、そういう段階を経て、ある程度計画ができ上がって、計画ができ上が

っても、なかなかそれは議会の皆さんの承認、町民の皆さんのいろいろな要望の中

で、計画を変更していくことはあります。大枠の計画はできるのですけれども、そ

の最後にいろいろな要望があるわけですので、そういう中でいろいろ変更しながら

変更しながら、庁舎建設においてもここまできたということで、それは学童保育、

また保育所についても、私は同じだと思って、その時々の確かに計画の中で、その

ような方針はあるのですけれども、その状況によっては変えていく必要があるのか
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なと。それは町長の決断の中でやっていく話です。 

特に駅前通り線に着手したということはすごく大きなことで、総合計画の中で、

そういうことを考えながら保育所を考えるという計画にはなってなかったはずです、

その当時は。ですけれども、駅前通り線という大事業へ着手して、これが１０年間、

人口をさらに伸ばしていくんだという中において、今現状の待機児童が出ているこ

とをまず解消して、その後、長期的なものとして、また保育所やその在り方につい

て考えて、その第六次総合計画がこれからつくっていくわけで、それに連動して、

第三期の子ども・子育て支援事業計画を併せてつくって、ここでちょうど昨年です

か、国勢調査の結果が出ました。そういうのも含めて、今までのこの３年間で、こ

の子育て計画の計画と実態があっているかもどうかを検証しながら次の計画に考え

ていく必要があると思う。そういうのを含めて、この次の長期計画の中に、それは

きちんと調査しながら盛り込んでいくということで、確かに短期の中で計画の中で

ずれはありますけれども、それは微調整しながら、毎年毎年やっていくことだと私

は認識しております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

駅前通り線があるから、始まったからということを町長おっしゃっていますけれ

ども、それでは令和５年４月に、新設こども園もしくは保育園について、昨年、駅

の東口方面で計画され、地元地域の方々の様々な意見もあり、見送りになったと聞

きましたが、これについてはどうなのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

駅東口の件については、これ駅東口の町有地、これが以前からの有効活用につい

て、様々な御意見いただきながら、これどういう活用したらいいのかということも

含めて、私は駅前通り線が着手した以上は、待機児童がこれからもさらに出るだろ

うから、あそこを有効活用しながら、保育園ができないかということで動きをした

のは事実です。 

現実的にその前に既存の保育園が増設をしていただけるということで、待機児童

なしでも今の時点では済むということの中で計画変更させていただきます。これは

先送りという形にはなると思うのですけれども、これは第六次計画の中できちんと

また位置づけをしていきながら進めていくというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 
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今までの町長の答弁を伺っていますと、ますますこう理解できなくて、行政の進

め方というのはどうなのかなと感じるところはあります。 

駅前通り線が中心になることはこれは分かります。それをやはり今後やっていか

なければいけないことも分かりますけれども、計画変更してこうやったのだけれど

も、令和５年４月もこう考えていて、それは頓挫したと。あまりよく分からないと

ころが正直あります。 

ただ、今日はちょっと時間が少ないので、ここはさておきまして、要はこれだけ

しっかり計画したことなので、しっかり進めていっていただきたいし、今回の保育

所の定員増に関しても、民間保育所の閉園する分園は、定員３０名。それから増設

する保育園は５６名の増員です。そう考えると差し引き、実際に２６名と私は考え

るのですけれども、先ほどの答弁では、令和４年は待機児童が解消できるとの話で

したが、果たしてこれで何年もつのでしょうか。近隣の自治体の保育園の中でも、

最近では他町から受けにくいような話も聞きます。 

先日町が公表した駅前通り線周辺地区土地区画整理事業、先ほど町長がずっと言

っておりますが、将来構想のイメージ図を見れば、高層マンションの姿も見えます。

このような形に実現をしていけば、駅前の大きなタワーマンションらしきものを見

ても子供が増えるでしょう。あれだけだって何百世帯。今から計画整備しっかりし

ていかなければいけない。第六次という話は先ほど出ましたけれども、この辺りは

どうなのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

なかなか計画どおりにいかないということは、現実的なこととして、今、国の動

きも、こども家庭庁というのがこれからでき上がって、その動きがどのようになる

かと。これから、今言われたように保育所のハードだけの整備だけでは済まない。

支援センターほか、子供に関わる様々なことが、ソフトの部分も含めて大きく国も

含めて変わろうとしているときであると私は認識しています。それに、これからの

計画などをきちんと反映できるようにしていくというのはすごく大事なことだと思

います。 

なかなか残りあと３年で、前期第五次総合計画が終わりますけれども、１２年前

に計画したことと、なかなかそれに合うように、スムーズにいくことはなかなかな

いので、前期、後期６年ずつに分け、さらに３年ずつのローリングをしながら、さ

らに毎年それが進んでいるか進んでいないかをやりながら、１１年今、まだ１０年

か、来ていると思っています。そういうのを修正、修正をしながら様々やっていく

ことがありますし、今回特に国の動きの中で、それが大きく変わろうとしている中

で、ここで一度立ち止まって、今後の開成町の子育て、教育の在り方についてきち

んと議論しながら、次の計画に反映していくということがすごく大事な時期だなと

いうふうに私は今認識をしています。 
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以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

先ほどの質問の中で１つあったのは、実質２６名増員と考えると、一体今この状

態で待機児童に対しては何年もつのでしょう。ここを担当のほうで構いませんので

お答えください。 

○議長（吉田敏郎） 

子育て健康課長。 

○子育て健康課長（田中美津子） 

定員が２６名増えたことで何年もつかという御質問でございますけれども、そこ

については、何年という答えはお答えできない状況です。 

ただし、コロナという状況もございまして、質問とはちょっと違うので、すみま

せん。今回のコロナの感染症がございまして、雇用の状況も非常に不安定になって、

また小さいお子さんを持つ親御さんが育児休暇の延長等を行うという中で、状況が

かなり通常の計画とは、変わってきているというのは承知していただければと思い

ます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

３番、武井です。 

もちろんコロナの状況は分かっておりますので、ただ、この先ということを当然

計画していかなければ、目先だけで対応できる問題ではないと思いますし、まして

や新しい人たちを受け入れる、子育てをしっかりしていただく、安心していただく

ということではすごく大切なので、しっかり計画を立てて、待機児童が出ないよう

な体制をぜひつくってください。 

教育のまち開成として、子育て環境、子育て支援、町の根幹に関わる大事なこと

です。本当にしっかりやってください。 

それでは続きまして、２つ目の質問に移ります。 

放課後児童クラブの５、６年生受け入れ検討の状況は、いわゆる学童についてで

す。 

まずは開成南小学校、校庭内に学童が新設され、今年７月から稼働することにつ

いては、新たなしっかりした受皿が完成して喜ばしいことです。 

しかし、最初の答弁では、第二期子ども・子育て支援事業計画では、５、６年生

の受入れについては、段階的に検討することとしているとなっていましたね。 

しかし、利用希望者が見込みより多いことや、開成南小学校区については、今ま

で２か所に分散していたものを、令和４年７月から新設施設１か所での運用を開始
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するため、現時点においては高学年の受入れは難しい状況にあると考えている。こ

れも少しおかしいのではないのかなと思うのです。 

希望者が多い。しかし２か所を１か所にしたから受け入れられない、難しい。コ

ロナ禍ということは理解しております。それだったら２か所のままだったら、高学

年を受け入れられたのでしょうか。いかがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

町民福祉部長。 

○町民福祉部長（亀井知之） 

私のほうからお答えさせていただきます。 

２か所だったら、大丈夫なのかというお尋ねですけれども、今まで２か所でやっ

ていていろいろ問題があったから、開成南小学校に合わせて、１つ皆様方集まって、

拡幅をさせていただくという決定をさせていただいたということですね。 

実際に事業を行っていただくのは委託先の法人です。法人についても今までノウ

ハウはいろいろ持っておりますけれども、何しろ新しい施設で２か所の子供たちを

一手に集めて、新しく学童保育を始めるというところから考えると、すぐに５、６

年生を入れてどうのこうのというふうにならないというふうに私は感じております。 

法人のほうでも、どのような形で行っていくか、今後試行錯誤して、体制を整え

るためには、ある程度の時間は必要であるというふうに思っております。 

ですから、すぐに５、６年生が入れるかどうか、とりあえず４年生まででいっぱ

いである。 

また、利用状況についても今後どうなるか、先ほどコロナの話もありましたけれ

ども、まだ不透明な部分もあるところを考えると、しばらく様子を見させていただ

きたい。決して５、６年生を排除しようというつもりはございませんし、できれば

入れてさし上げたい。どれぐらいの利用者がいるかどうかもまだ分かりません。私

どものほうでは調査をしているわけではございませんから、ですからそのような状

況を勘案しますと、今すぐにできるものではないのだろうなというような判断をさ

せていただいたということで御理解いただければというふうに思っています。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

具体的にしばらくというのは、どの程度と考えればいいのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町民福祉部長。 

○町民福祉部長（亀井知之） 

お答えさせていただきます。 

先ほど保育の話も出ましたけれども、第六次の総合計画、３年後、２年後ですか。

策定する中で、次の１２年間の開成町の人口推計、国調ベースのもの、また、先ほ
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ど出ました駅前通り線の状況、それによる社会増、あるいは小さいお子さんを抱え

るお父さんお母さんが入っていただいたことによる自然増、そのような状況を勘案

して、どれぐらいお子さんが増えていくのか、対象となる方が増えていくのかにつ

いては早急に再計算をしなければいけないと考えています。 

ですから、先ほど議員がおっしゃったように、今後伸びていくだろうというのは

推測できます。しかしどれぐらい必要なのか、どれぐらいのものを私どもが建てれ

ばいいのかについてはまだ不透明と言わざるを得ない。その辺の数字を、この一、

二年で固める時期であろうというふうに私ども思っております。その辺を踏まえて

考えさせていただきたいということでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

今の部長の答弁ですと、第六次そうすると３年後以降というふうなニュアンスを

つかんだのですが、コロナ禍ではありますけども、できるだけ早くお願いします。

様々な環境に置かれた御家庭、そして子供たちにとっても心のよりどころにはなる

のではないかと思います。希望も多いということですから、ぜひ進めてください。 

そして学童についてもう１つあります。 

本年度まで対応されていた一時預かりという仕組みが、来年度からはなくなると

聞きました。器の整備はもちろんですが、今まであったものがなくなるというのは

どうなのでしょうか。このようなソフト面での充実も大切なことだと思います。 

近隣の自治体では夏休みだけでも一時預かりできるような学童もあると聞きます。 

コロナの終息が見通せない状況で、学童を運営されている関係者の皆さんは大変

苦労されているとは存じますが、いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町民福祉部長。 

○町民福祉部長（亀井知之） 

お答えをさせていただきます。 

一時預かりにつきましては大変評判もよく、町民の皆様方に御利用いただいてい

ることは承知をしています。ただこれは国のほうで、保育の中で行っているという

ような制度的なものではございません。御承知だと思いますけれども。あくまでも

委託先の法人が、言葉は悪いですが、サービスで行っているような、そういう形で

行っているものでございます。 

私どもとしては、夏休み中とか一時預かり行っていただきたいなというような希

望は、それはございますけれども、先ほどお話ししましたように、建物の大きさな

り、あるいはお子さんの状況によって、どうしてもやってくれというようなお願い

ができるかどうか、そこについては今後の調整にかかってくるのかなというふうに

思っています。ですから、町サイドとして一時預かりをぜひやってくれ、やってい
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ただかないと困るんだというようなお話はちょっとしにくいところはありますけれ

ども、できるだけ法人のほうの協力をいただければありがたいというふうに思って

いるところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

一時預かりについては、評判はいいけれども、民間の学童が、ある意味サービス

でやっていることだから町では直接何とかしてくれというふうには言えないという

ような答弁だったと今認識しましたけれども、開成町の学童というのは、ほぼ民間

１法人に近い形で運営されていると考えております。 

ですから、そういうことを踏まえた上では、もう少し対応というものを考えてい

かなければいけないのではないでしょうか。町内の保護者には、ある意味選択肢は

そこしかないわけです。いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町民福祉部長。 

○町民福祉部長（亀井知之） 

お答えいたします。 

おっしゃられるように現状では、保育を行っていただいている法人は１つだけと

いうことになります。ただ今後は、先ほどからお話があったように、お子さんのま

ず数がどうなるかという状況はありますけれども、その中で現在の法人さんが、そ

のまま開成町に１つだけで済むものなのかどうか。法人さんのほうの都合もあるで

しょうし、あまりにも多くなればほかの法人さんにお願いをすることも考えられる。 

そこのところは現在の状況では見えませんけれども、議員さんがおっしゃってい

るっていうのは、ずっと歴史的にやっていただいている１法人ですから、そこのと

ころを踏まえてお願いできないかというようなニュアンスというふうに私は捉えま

したけれども、それを踏まえましても、今後の状況を考えれば、その法人さんだけ

におんぶにだっこというのはなかなか難しいのではないのかなというふうに感じて

ございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

それでしたら様々な形で、いろいろ町としても進めていってください。評判がよ

かったということですから、なくなってしまったわけで、子供たちというのは日々

１日１日成長し、そして保護者の方たちもその中で生活をしているわけですから、

これがまた第六次とかそういうわけにはいきませんので、それはいい方向に持って

いくような形で様々検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。い
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かがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町民福祉部長。 

○町民福祉部長（亀井知之） 

お答えいたします。 

最終的には、お子さんを抱える親御さん、あるいはお子さん本人か、どういうふ

うに思われるか、考えられるか、あるいは一番いい方向に持っていきたいというの

は、それは同様だと思っていますので、私どもも最大限努力はさせていただきとい

うふうに思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

ぜひよろしくお願いします。 

さて続きまして、次の質問に移りたいと思います。子育てで利用しやすい駐車場

や遊具を備えた質の高い公園づくりを目指す考えは、についてです。 

ある民間不動産会社の調査によりますと、ママたちが子育てする環境で最も重視

するのは公園だそうです。 

最初に述べましたが、本町の公園は大小４６もあります。私たくさんあっていい

なと思っておりました。しかし、子育て世代の何人かのお母さんと話していました

ら、「武井さん、何言っているんですか。公園はたくさんあるけれども、数だけで

子育てに使いづらいのです」と、こう言われてしまいました。 

例えば、小さな子供を車で連れて、同じような年代が集まって遊べる公園であり

ますか。ある程度の大きさに考えると、駅前第１公園や中家村公園、松ノ木河原公

園、南中央公園、どうでしょう。車を二、三台止められるのは、中家村公園と松ノ

木河原公園だけではないでしょうか。しかも遊具はどうかというと、中家村公園、

南中央公園はほぼなし。駅前第一公園、松ノ木河原公園が少し。水辺スポーツ公園

ぐらいでしょうか。それでも、遊具に関してはあまり評判がよくありません。 

要するにちょっと車で行って、子供たちを遊ばせておいて、お母さんたちがコミ

ュニケーションを取れるようないい感じの公園がないということなのです。いかが

でしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（高橋清一） 

お答えします。 

公園については議員おっしゃっているとおり、数についてはある程度足りている

だろうというところでございます。それについては、私もそういうふうに考えてお

りますけれども、ただ、その遊具自体が不十分、また、施設的に駐車場がある公園
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については少ないというところでございます。これについては町長答弁があったと

おり、全ての公園について、全ての施設をある程度網羅していくということは、こ

れ難しいことかなと思っています。 

その中で公園の設置の目的、また利用者の想定等しながら、適切な点在となって

おりますけども、そういったような整備を進めてきたというところでございますの

で、全く利用者のニーズにそぐわない公園が一つもないということではなくて、そ

ういったニーズに対してある程度マッチングできるような情報発信を進めていくと

いうところに今努めているというとこでございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

マッチするように情報発信で何とか合わせていきたいということですけれども、

現にちょっと車で行って、ちょっと遊具があって、子供たちが飽きなくて、お母さ

んたちが近隣というか、町内にいろいろなお母さんたちが集まって、そこでコミュ

ニケーションを取れるという場所は少ない、ないというのが現状であることは間違

いない。 

だから、新たに造ってくれとか、そういう話ではなくて、今ある公園の質を高め

ていったらどうなのでしょうかということです。 

仮に１か所でも、先ほど話したような公園になれば、子供たちが楽しめる遊具や、

多少の駐車場を整備するなどして、意識的に子育て世代の利用を高めて集めていこ

うなどという考え方もあるのではでしょうか。利用者目線に立って考えてください。 

例えば、駅前公園や中家村公園や南中央公園、そして松ノ木河原公園などは規模

からして、多少の改良でいける候補になるのではないかと考えているのですが、い

かがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（高橋清一） 

お答えします。 

現状、公園に関して駐車場を整理したら良くなるようなところが幾つかあるので

はないかというところでございますけども、今、町としては、そういうところでは、

駐車場を整備しているところは数公園ありますので、そういったニーズがあるなら

ば、そういった今ある駐車場、中家村公園であったり、松ノ木河原、水辺スポーツ

公園と、こういったところを御利用いただければよいのではないかなというふうに

思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 
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○３番（武井正広） 

町側は、今のところ一切今の公園を改良したりとか、そういうことはせず、その

中で町民の子育て世代も使ってもらいたいというふうに認識をいたしました。 

お隣の大井町は、今、この４月ですか。役場と広大な駐車場の隣に、大井中央公

園を造っております。私も先日、何回か、あそこを通って下りてみるのですけれど

も、新しいからいいではなくて、やはり何となくコンセプトがいいなという感じが

するのですよね。広々しているし、緑豊かそうだし、水は通って、遊具とかも安全

なちょっと変わった子供たちが飽きないような遊具があったりとか、バスケットボ

ールのコートがあったりとか。 

恐らくあれが完成して、動き出すと、お隣の町ですけれども、当然駐車場も広い

ところは併設されていますし、雨のときにもいろいろな図書室だったりとか、併設

されているわけですから、使い勝手のいい、そういった世代の人たちが集まる公園

になるのかなと思います。 

今、やる気がないと、やる気がないという言い方は失礼ですけれども、今のまま

でいくということであれば、ぜひそういったところができたところで、どういう人

の動きがあるのか、どういう活用があるのかというところも、しっかり見ていただ

きたい。それで、もし何かヒントを受けるのであれば、また検討していただいて、

４６も公園があるわけですから、そういう目線で変えていったらいいのではないか

なというふうに考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（高橋清一） 

お答えします。 

議員おっしゃるとおり、大井町に新しい公園ができる。これについては、私のほ

うも把握をしてございます。どういった内容なのかということについても確認して

いるところでございまして、内容的には大井町が新しいからということでなくて、

そういった置かれる遊具であったり、施設であったり、そういったものについては、

やはり開成町も負けないところはあるのかなというふうに思っています。 

ただ、人の流れというものについてはなかなか読みづらいというものがあります

ので、それは今年４月に大井町のものがオープンしますので、そういった動向につ

いて少し注視して確認していきたいなと思います。その上で公園自体については地

域のものという形でお子様だけではなくて、老人まで様々な方がいろいろな御利用

されるという部分では、地域からの要望についてはしっかりとお受けしまして、必

要な対策等があれば、それについて努めてまいりたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 
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ぜひよろしくお願いします。 

残り時間も少なくなってきました。公園のところで１つあるのが、開成町の公園、

ボールで遊ぶような公園というのはあまりなくて、よくボール遊び駄目だよとか、

禁止されているところがすごく多いと感じます。 

最近、看板が、「できるボール遊び」とかという看板がついたりするところが出

てきたのですね。例えば、キャッチボールとかリフティング、ドリブルやトスだっ

たらできるよという看板があったりするわけです。ですから、禁止看板ではなく、

今後はぜひそういう「できる看板」などというのも、やっていっていただきたいな

と。 

ちなみに、うちの子供が小学生の頃、ある近くの公園でサッカーしに行ったら、

ゲートボールしていた方々から駄目だよと言われて怒って帰ってきました。そした

ら、公園とは何だと、俺たちはどこで遊べばいいのだと言っていました。ですから、

できる看板などというものもぜひ検討してください。いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（高橋清一） 

お答えします。 

まずボール遊びにつきまして、明確にこの公園だったら駄目だとか、この公園で

いいということで行っているルール看板ですか、そういったものは置いてはござい

ません。あくまでも公園利用者の中でモラルの中でお使いいただきたいなと思って

います。 

ですので、やはり地域の方々として、ボール遊びがちょっと危険だなと思えばそ

の注意されているかなというところでございますので、一概に、ボール遊びを公園

の中で排除しているということではないということで、まずは御理解いただきたい

なと思います。 

そしてやはりお子様方の多様な成長に関する運動という形では、オープンスペー

ス、大きな広場があった方がいいというのは幾つかありますので、そういった部分

の中で、「できる看板」ということについては、まずは、どういう形で掲示できる

のかということについては、少し考えさせていただきたいなというふうに思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

３番、武井議員。 

○３番（武井正広） 

ぜひよろしくお願いします。 

残りも少なくなってきました。最後になります。 

先日、厚生労働省は２０２１年の出生数を発表しました。８０万人だそうです。 

コロナも影響していますが、過去最少です。 

私が生まれた５６年前、１９６５年は１８０万人でした。１００万人の減少です。
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現在の日本において、子供を産みやすい環境づくり、子供を育てやすい環境づくり

がいかに大切なのか、どこの自治体も必死です。 

２０１３年からスタートした第五次開成町総合計画の基本構想の基本姿勢は、開

成町で育った子供たちが大人になっても住み続けたいと思えることができるまちづ

くりです。帰ってきて、子育てをしたいなと思ってもらえる町をぜひ実現しようで

はありませんか。町長、最後にいかがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

全く武井議員の言われるとおりです。それを実現するために、日々努力をしてい

ると、政策に対して、いろいろな実行していくということで、今、動いているつも

りでおりますし、必ず子どもたちが帰ってくれるのかなというふうに、やはり小さ

い頃の思い出というのは、一番大きいのかなというふうに、小学校・中学も含めて、

学校教育も含めて、すごく大事だと思うんでそれはこれからも重視しながら、この

町に帰ってきてくれるような自慢できる開成町をつくっていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員、時間があれなので。 

○３番（武井正広） 

では、これで私の質問を終わりにします。町の今後の姿勢に期待します。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

これで、武井正広議員の一般質問を終了といたします。 

本日の日程は全て終了しました。これにて散会します。 

大変お疲れさまでした。 

午後３時５０分散会 


